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肝炎対策基本法 (平成二十一年法律第九十七号 )
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今日、我が国には、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に罹 (り )患した者が多数存在

し、肝炎が国内最大の感染症となっている:          .       、

肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといったより重

篤な疾病に進行するおそれがあることから:これらの者にとってt将来、の不安は計り知れ

ないものがある。        f                         _
戦後の医療の進歩、医学的知見の積重ね、科学技術の進展により、肝炎の克服に向けた道

筋が開かれてきたが、他方で、現在においても、早期発見や医療へのアクセスにはいまだ解

決すべき課題が多く、さらには、肝炎ウイルスや肝炎に対する正しい理解が、国民すべてに'

定着しているとは言えない。                i   l
B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスヘの感染については、国の責めに帰すべき事申によ

りもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがある。

特定の血液凝固因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入することによって不特定多数の者に感

染被害を出した薬害肝炎事件では、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、
｀
その被害の拡大

を防止し得なかったことについて国が責任を認め、集団予防接種.の際の注射器の連続使用に

よってB型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍事件では、最終の司法判断において

国の責任が確定している。

このような現状において、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重しつつtこれ

らの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取組を■層

進めていくことが求められている。

ここに、肝炎対策に係る施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総

合的に推進するため、この法律を制定する。         |     ´

第‐章 総則
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. (目的)

第二条 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、
| |  1国

民及び医師等の責務を明らかにしt並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定につい .1
て定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的
|に推進することを目的とする。

11

1 (基本理念)   .                            1
_ 第二条 肝炎対策ャまt次に掲げぅ事項を基本理念として行われなければならない。      ・‐

|     二 1肝炎に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに:肝炎の予防、

診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し1及び発展さ

|   せること。  ||  '
. ‐  二 何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎に1係る検査 (以下「肝炎検査」と
|.   いう。)を受ける:こ とができるよぅにすることし  ―|           .   '

三 肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者 (以下「肝炎患者等」という。)がその居住す .´

る地域にかかわらず等しく適切な肝炎に係る,医療
｀
(以下「肝炎医療」といつ。)を受

‐    けることができるようにすること。1 .                     :
.■

   四 前三号に係る施本を実施するに当たちては、肝炎患者等の人権が尊重され:肝炎患

■  1者等であることを理由に羞別さ4な v)よ うに配慮するものとすること。    .

| . (国
の責務)    :                             i   ‐

.   第二条 国は、前条の基本理念 (次朱において「基本理念」という。)にのっとり、肝炎対

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する:           :    :

i (地
方公共団体の責務)     1  :          = ‐     ‐

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、
||: ~そ あ地域の特性に応した施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(医療保険者の責務)1              ‐               | |
1第五条 医療保険者 (介諄保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医

.‐ t   療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識
|    の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。

1   (国民の責務)          |
第六条 国民はt肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理

由に差別され魯ぃように配膚するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努めt

必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。|           |
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ヽ ′′ (医 師等の責務 )

第七条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、肝炎

の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等め置かれている状況を深く認識し、

1  良質がつ適切な肝炎医療を行うよう努めなければならない:

(法制上の措置等)           ヽ        |  |  :
第八条 政府は、肝炎対策を実施するたゅ必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講

じなければならない。

第二章 肝炎対策基本指針        '

(肝炎対策基本指針の策定等).  ‐

第九条 厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基

本的な指針 (以下「肝炎対策基本指針」,という:。 )を策定しなければならない。

2 肝炎対策基本指針は、次に:掲げる事項について定めるものとする。    i  ‐
二 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向         '
二 肝ヽ炎の予防のための施策に関する事項       1
三 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

四 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項              ′

五 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項    :
六 肝炎に関する調査及び研究に関する事項          :
七 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

八 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

九 ぞめ他肝炎対策の推進に関する重要事項      レ    |
3 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめく関係行

政機関め長に協議するとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聴くものとする。:

4 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインタすネ
ットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。  、    .

15'厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関す

る評価を踏まぇ、少なくとも三年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があう
.と

認めるときには、これを変更しなければならない。

6 第二項及び第四項の規定は、肝炎対策基本指針の変更についで準用する。    .

(関係行政機関への要請)     ―

第十条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、肝炎対

策基本指針の策定のための資料の提出文は肝炎対策基本指針において定bられた施宋

であうて当該行政機関の.所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができ

る。       ヽ            11
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第二章 基本的施策   :      |

第下節 肝炎の予防及び早期発見の推進  :    |      ‐

(肝炎の予防の推進)

箸十一条 甲及び堆方公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及|その他の肝炎

‐9予防の推進の■ゆに必要な施策を講ずるものとする。        ‐

(肝炎検査の質の向上等)    . ―         ‐

第十二条 国及び地方公共団1体は、肝炎の早期発見に資する.よ うt肝炎検査の方法等の検討、
肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保そ
の他の肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともにt肝炎検査の受
検率の向上に資するようt肝炎検査に関する普及啓発その他必要な施策を講ずるものと
する:     : ‐   ′

‐               | ｀

第■節 肝炎医療の均そん化の促進等           | :1      ‐

(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)    1   :
第十三条 国及び地方公共団体は、インタァフエロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療

法その他の肝炎医療に携わる専門的な知識及び投能を肴する医師その他の1医療従事者

の育成を図ぅたゅヽ必要な施策を講ずるものとする。

(医療機関あ
―
整結等)                .

第十四条・国及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかがわらす等しくその
状態に応じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を

~行
う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。      |

2,国及び地方公共団体は、肝炎患者等に対し適切な肝炎医療が提供されるよう:前項
の医療機関その他づ医療機関の間におけぅ連携協力体制の整備を図るために必要な施

■策を講ずるものとする:   ―     :

(肝炎患者の療養に係る経済的支援)

第十五条:国及び地方公共団体は、肝炎
‐患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることが

|できるよう1肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものと
: する。  i                   ‐      |

(肝炎医療を受ける機会の確保等)                    .
第十六条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が詳炎医療を受けるに当たうて入院、通院等
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に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇用する者その他の関係する者開の連携協力体

制を確保することその他の肝炎墨者が肝炎医療を受ける機会の確保のために必要な施

策を講ずるとともに、医療従事者に対すう肝炎患者の療養生活の質の維持向上に開■ゃ

研修の機会を確保するここその他の肝炎尋者の療養生活の質の維持向上のために必要

な施策を講ずる0のとする。

(肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備等)        、・

第十七条 自及び地方公共団体は、肝炎医療に関する情報あ収集及び提供を行う体制を肇備

´
するために必要な施策を講ずるととヽ に、肝炎患者等、そめ家族及びこれらの者の関係

者に対する相談支援等を推進するたゅに必要|な施策を講ずる、のとする。

第二節 研究の推進等           、

第十八条 国及び地方公共団体は、事新的な肝炎の予防、診断及び治療に関する方法の開発

その他の肝炎の罹患率及び肝炎に起因する死亡率の低下に資する事項についての研究

が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、肝炎医療を行つ上で特に必要性が高い医薬.品及び医療機器の

早期の薬事沐 (昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資する

ようその治験が通速かつ確実に行われ、並びに肝炎医療に係る標準的な治療方法の開発

に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする3

第四章 肝炎対策推進協議今
:                        ■

第十九条 厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し:第九条第二項 (同条第六項において準

用する場合を含む6)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会 (然下「協

議会Jという9)を置く。 |

第二十条 協議会は、委員二十人以内で組織する。            i
2 協議会の委員は、肝炎患者等及びその本族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事す

る者並びに学識経験のある者のラちから、厚生労働大臣が任命する。

3 協議会の委員は、
.非

常勤とすう。        1.:        ｀

4 前三項に定めるもののはか、協議会の組織及び運営に関し必要な事事は、政令で定め

| る。

附 則                         ヽ

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年一月下日から施行する。
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(肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等)

第二条 国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんに関し、そ
｀
の治療を行う上で特に必要|1/性が高い医薬品及び医療機器の早期の暮事法の規定による製造販売の承認に資する

ようその治験が迅速かつ確実に行われ、並び準新たな治療方法9研究開肇の促進その
他治療本準の向上が図られるための環境の整備のために必要な施策を講ずるもあと
する:    ‐  ́ |      ‐                  ‐

12 肝炎から進行した肝硬変及び肝がん9患者に対する支援の在り方につしヽそは、これ
| |ら の患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討か加えられるも

のとする。
|                          |

6



参考資料2-1

1   平成22年 6月 17日

‐ 1 1 '  肝炎対策推進協議会開催にあたつて       ‐

日本肝臓病患者団体協議会

阿 部 洋 丁

私は日本肝臓病患者団体協議会(日 肝協)あ常任幹事を務めております阿部
|‐

申します。現在、自肝協には全国 33都道府県 76団体の肝臓病患者会が加盟し

ており、、会員数は約八千人ほどです:甲 肝協では今年も第 22.次国会請願を実

施しており長年、肝炎対策の推進につい

`中

核的な役割を果たして来ておりま

す。また、私は患年前に岩手県で数多の仲rH5と 患者会を設立し、現在約159

名の肝炎患者の支援活動をしております。私の闘病体験と患者会活動蕉通した

経験から意見を述ゞてみたいと思います|      :
11全国の患者の現状について

日ET協に加盟している多くの患者会の年齢構成は60歳以上が約 8割と高齢 ‐

化しております。また、最近送られて本た九州詳臓友の会の会報では約4割甲

の方が肝硬変・肝がんということです。そのなかで55歳の女性の方は肝がん

治療などで■年間に約百万円医療費がかかつており、その会報には「高い治療

費に悲鳴・・特に重症患者」と書な■ていました。  .
全国のC型肝炎患者の多くは高齢化や病状が進み、肝硬変 ‐肝がんなど多額

の医療費で、年金の殆どが医療費という人も多くおります。

2.病気の経験から :・

私は40歳の時の職場検診でC響肝炎に感染していることが分かり、その筆

インタ■フエロン治療を受けましたが治りませんでした,それ以来、対症泰法

驀肝機能を下げる注射を翠o甲続け下ゃらます:週 急回の通院と仕事の両立が

難しくなり50歳で早期退職を余儀なく'さ れました:私の患者会では今年にな

って読に4をあ方が七くなつております。このように自分め過失でない病気で

命を落としたり、人生を狂わされた多くの月干炎患者あ苦しみを悔レさを考えて

頂きたいと思います。1                   1   ~
3,‐ 私の住んでいる町から

      ンによる元亡率が高い町です。之のよう .

私の住んでいる町は県内で■番月干が

劣協力を
/43て(7年前力)ら 町を挙げて肝.

なことから町では地元の医大や医師団σ

炎対策を取り組んでいます。国に先呼けて6年前からインタニフエアン治療費

助成制度を創設tC型肝炎キャンアの台帳を作り:把握した660名余りの方

を保健師さんが訪問するなどして保健指導もやつていただいております。

しかし、このような取組みをして,も
町の肝がん死亡者は今のと|う殆ど変わ

りません。インターフエ■ン治療費助成制度を利用したの
′
い、́6年間で僅むに

(

．
７



78名 しかおりません。私達C型肝炎墨者に|?て llt下の定治治療であるィン
タ‐フエロン治療なのですが●高齢者が多|、 治なが難レいことや、若い人は前
作用と仕事の両立などから治療が進まないのが現実です:全国的にもィンター
フェロン治療者を指やすため―新たな仕組みネ リが必要だと感じます。  |
4`.肝炎多発地球について | 、         :
東海地方のある医師め芳から

―
「全国IC型肝炎多発地域の感染者対策を」と

いつメ,ルをいただきました。私達
:の

町 肝ヽ炎多発地域めひとうと言われそぉ:

‐り:こ のような多発地域は全国各地に数多く存在しています。 |  |
しかし、調査は行われていても、その筆の対策には結びついておりませんt‐

そのような地域では現在、肝がんが多肇していぅヽ こ「肝炎多尭地域」‐め症隣
F診療されている医師の方は訴えておら■ます。是ォト、調査結果の公表や卓急
な対策を実現していただきたいと息し、ます。  1  1           

‐

o`肝疾患診療体制の充実にっいて1 { ′        ‐

■は肝条昼告団・弁護国と■緒に各都遺府界の調奪に参加致しましたが、残
念ながら診療体制はありますが、肝奥から肝硬変に進めない治療t肝かんあ早
期発見が出来るだろうかと危惧されるよぅな県もありました:、

: :

具体的な内容については、肝炎原告団なギ手団体の要望書、自肝協の「諄奥
対策基本指針策定にあたっての提言」奪提出しておりますので、別途ご検討ム
なだきたいと墨し'ヽ ます。■|  :       1            1
6。 肝炎対策基本法の趣旨について

最後に,私達患者=家族の念願でありました肝炎対策基本法 (基本法)が成‐
立し、その前文に「国の責任」が萌記されまレた。レかし、B型鷹炎1薬害詳
条訴訟についての「国の責任」はある程度明ぅかにされて来ましたが、それ以|

外の肝炎については明確ではありません6

これは厚生労働省のo3年の資料ですが、日本の肝がん死亡率はlo方人当り
37.9人 (男性)ですが:海外あ多くの国では約5人、多い国でも17人程
度です。同じ敗戦国のドイツでも8.7人と低い値ですので、我国の過去の血
液.0医療行政がいかに悪かったかのヽ証左ではないでしょぅか:    ‐
‐
 私は海外η葬亡率の0人と日本の3患 人の差が「国の責任」でぁり、感染原
因を問わず責任|ま大変重大ではないかと思います。  |
まヽ、今までの肝炎対策は他の疾病と横並びの=般対策としそ扱ゎれそ菜た

ように思われます。私‐は基本法め前文の「国の章任」の趣旨からして、他の疾 :

病対策と同じ扱いたはならなしヽと恵ぃます。
是非、子の協議会にご出席いただいでぉり率す委員あ書様にな、1萩逹患者 0‐

遺族の気持ちをお汲み取りいただき:基本法の′趣旨に沿ったご議論をして頂き
ます事をお願いして、協議会に臨んでの私の意見とさせていただきます。
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平成 22年 6月 17日   |

肝炎対策推進協議会 ,御中 1.

日本肝臓病患者団体協議会

代表幹事 中島 ガヽ波

一   〃   山本 宗男

肝炎対策推進指針策定にあたうての提言

はじめに

ウイルス性肝炎患者の多くが不衛生1医療、公衆衛生行政に起因した感染症でゎり、

第二の国民病と言われるほど全国に蔓延し、しかも重篤な状態に進行する病気であり

ながら、医療はここ数年の進歩にまで待たなければならず、肝炎患者に対する福祉は,

その制度の谷間にありました。

三十余年の患者会活動や近年の薬害C型肝炎訴訟、Ё型訴訟の世論の高まりの中で、
|

肝炎対策基本法が制定されましヽ 。基本法制定は、私たち患者家族の“治りたい" “
治したい"との願い実現の出発点で、この病に倒れた先輩諸氏と私達にとって積年の

願いが達成されて、関係各位のご努力に深甚の感謝をすうものです。    :
患者の多くが高齢化しており、10年前に時計の針を戻すことができるなら、無念の

思いで亡くなった多くの方を救うことができるかも知れない1と残念でなり率せん。

肝炎対策基本法をどついかしていくのか、これが患者にとって最も大切な課題です

力`:そのためには現状がどうなっているかを把違した上で対策を立案・実施しなけれ

.ばなりません。      .
現状は、′

① ウイルス肝炎患者は重症化あるいは高齢化して毎日 120余名の方が亡くなられて

いるが、医療費助成、生活支援がないこと。

② 未だに自身が肝炎ウイルスに感染していることを認識していない国民が多いこと。

③ 治療ガイドラインが毎年改定され治療法の進歩がめざましいが、各種の要因から

(専門医が少ないことなど)l日来の治療法が続けられて、新しぃ治療法の恩恵に浴

していない患者がいること、                   ■

④ 医療費助成が平成20年度から始められているが、各種の要因から (イ ンターフエ

ロン治療期間が長いことや副作用がきつく仕事や家事と両立しないといつ不安か

‐  ら治療に入れないことなど)禾1用者が目標のギ分にも満たない状況があることなど

多くの問題が山積しています。

以上のことから肝条対策基本体に基づく「肝炎対策推進指針」をウイル不肝炎患者

とその家族の療養支援となるものとするとと、および「指針」が全国行地で遅滞な

く高いレベルで平等に実行されることを切に願い下記の提言を行いま―す。   ■
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提言            :t
肝炎対策基本法9条で、肝炎対策基本指針はこ9項 目の事項について定めることと

|するヽとしています。この項目に沿らて日肝協の提言を示します。

■ 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向について
都道府県にウイルス肝炎対策の基本計画を作るようにする。         1

手 肝炎の予防のための施策に関する事事          ■    ‐
感染の予防について            ''    |
殆どウイルス性肝炎の感染は無くなったとは言え(本だ感染の機会と慢性化の
危`険性が残うています。     「 1     1    .   1

①感染症であり、企業と県市町で感染予防の啓肇とそのための人材育成が必要です。
B型肝炎ウイルスのAタィプの感染者の増加対策、ビアスの施術時め衛生管理な
ど́の対処法についてマニュアルを作成し普及すること。 |   `  |  ‐

②3型肝炎ゥイルスの感染予防については、叩0の勧告に従い、ヮタチン接種の法 ′
制化を検討する。  |    |

三
‐ 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 |  |      |

(3年間で120歳以上の住民にっいて 60鷺以上の受検率にする)  :
. ①検診の実態数の把握をする。検診率の母数を確かにする。      i

②国がウイルス検診の宣伝を繰り返し大々的に実施することざ  | ‐
′ ③健康増進事業のフイルス検診と緊急肝炎ウイルス検診とどらちつかずになぅて

いる面がある。緊急肝炎ウイルス検診が、住民検診や企業で検査の機会の無い
1方となっており検診率アップの足かせになっている。■詢限を解除レて下さい。

(緊急肝炎ウイルス検診の利用が少ない県が多い)

④全額公費負担にし、二つ陽性者のフォローをすること。       ア

l⑤未受診者を特定し受診券を発行して二挙に未受診者をなくする方法をとる。
(広報は効果に限界がぁり、個々の人への受診勧奨が必要)1       ‐

◎職域においてもラィルス検診の促進を働きかける。  1.     I
(職域1に於いては微妙な問題があり、住民検診や緊急肝条ウイルス検診に誘
導する方法を講ずる)      |‐         ‐

甲 肝炎医療を撮供すo体口の確保に関する事項
‐
  、          ,

います。どこ

至壼童登よユ奎道慶県二治療豊菫2整墨≧立るよう指導する。
① 専門的知識を有する医師の治療方針の元に治療する病診連携を構築するよう

指導するし,
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② ウィルス陽性者が適切な治療をするよう啓発と勧奨をする。       1

(陽性者が3年以内に80%まで受療率を高める数値目標を設定する)

③ 過疎地には専門医がいない地域がゎり、医師の研修・養成対策が必要です。

④ 肝庇護剤のみの治療をしていう丁般辱へ、専門医と連携することの必要さや最

新のカイドラインに沿つた医療をするようガイドブックにして啓発を行なう。

⑤ 患者に二番近い場所にいる保健所?市町村保健福祉センタ¬の保健師などによ

る模診と受診の勧奨が必要です。人員配置ができるよう予算措置を要望する。

また保健師をサポートする地域ネットウエク (医師との連携など)が必要です。

⑥ ウイルス検診、肝炎治療などについて〔県と政令市`中核都市が同様の動きを

していない場合は指導をする。.  T
⑦ 企業た勤めている暑が治療し易い環境作ちが必要。 (啓発、治療休帳制度他)

肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項   ‐

① 都道府県、政令市、中核市の肝炎担当者の研修と交流の機会を年 1回以上行

うこと。               |
②肝疾患相談支援センター (肝疾轟連携拠点病院)に、専任の相談員を配置する

こと。専任相談員の研修プログラムとテキストを作成すること。

O肝疾患専門医 (日 本肝臓学会、日本消化器病学会、日本内視鏡学会、日本超音

波医学会1の認定医)の養成促進と日本肝癌研究会加翠医療施設が増加するよつ、

国として手立てを講ずること。 ｀|:          `:
許炎に関する調査及び研究に関する事項‐

①B型肝炎、iC型肝炎の感染者数、疾病による患者の生活実情、治療中の就労実

態、肝炎・肝硬変 :肝がん患者の受療状況など、実態調査を国として行つてく

ださい。

②肝疾患治療に従事する専F電職 (医師、看護師、放射線技師、臨床検査技師、ソ

ァジャルワーカーなど)の従事状況を2次医療圏毎に調査し公表してください。

③肝硬変・肝がん患者の医療費などの負担状況を調査し、今後の対策に活用して

ください。         一  |

七 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

① 厚労省の肝炎等克服緊急対策研究事業など、1肝炎・肝硬変・肝癌治療促進のた

めの研究費を増額してください。        =        ● ´.

。・インターフ三ロンなど抗ウイルス治療などの副作用軽減のために漢方薬など各

種治療法の研究                      ,
・インタニフエ白ンの少量長期治療の評価検討の促進

②下記の薬剤:治療法にういて保険適用の迅速化を図るための研究を促進してく
〆                   .

ださい。10C型
肝炎 :イ ンタTウエロン併用薬 :イ ンターフェロンに頼らない治療薬による

治療法     ,                 1
0B型肝炎 :新 しい抗ウイルス剤、HBV DNA陽性者に対するベグインターフエロン
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による治療  .
0肝炎ウイルスの遺伝子解析 (検査)と患者の遺伝子検査    ・
・肝がん : 再発予防のための治療薬・治療法
1放射線治療 (陽子線 :重粒子線洛療など)

肝炎に関する啓発及び知識の普及並びlF肝炎患者等の人権の尊重に関する事項
偏見 1差別、の対策 :就職差別、入所差lljな ど偏見・差別への啓発活動と相談窓
口設置        :ヽ
①わかりやすいバンフレットを作成.し 、自治体・企業と協力し、人が集まる場
‐所に貼り付けて可視化に取り組むこと。.      :  |

② マ不Fミ を活用して正しい知識の啓発口普及に取り組むことし,

③ ウイルス性肝炎のキャリアを理由に就職,入院・入所差別が無いように監督
| 1指導すること、差別 ,偏見の対策担当部署を厚労省と県に作ぅて下さい。

Q偏見着別の押談内容とその対処結果について、肝炎情報センターでデータベ
' ニス化を行い、広く国民に周知し、同じような偏見差加を再発しないょぅに

取 り組むこと6        1   :           ■

その他肝炎対策の推進に関する重要事項           _:
1)協議会について                  : '

2)患者・家族支援について

が、高齢化・重症化がすすんでいます:     :

して下さい

①肝炎・肝硬変・肝がんへの医療費と療養支援を実施して下さい。
②C型肝炎で棟ウイルス効果があり、副作用も比較的軽いインタ‐フエ由ン少量
'長期投与の効果のデニタ収集を急いで行いt医療費助成を行ってくださぃ。
③身体障害者手帳交付の認走基準を見直し、チャイルドビ五■分類̀ Bレベルまで
′

1適用を拡大して下さぃしまた、申請めための診断を行う指定医を増ゃし、患著
が申請するための負担を軽減してくださぃ。     1      1

:                       
以上
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参考資料卜2

平成 22年 8月 2日

肝炎対策基本指針作成のための論点表

肝炎対策推進協議会委員

1 阿部洋■、天野聰子、本村伸一

i武田せい子、平井美智子、松岡貞江

I は じめに

1 ライルス肛金をめぐる現塁

疫学から判明するウイルス肝炎の全体像:        ヽ

他疾患との違い。               `
2 これまでの肝炎対策の問題点 ‐   、

何を狙いとしてどのような肝炎対策が講じられてきたか。

その肝炎対策によらて達成できたことと達成できなかったこと。

達成できなかつたところの原因分析の必要性。      '

Ⅱ 考えられる基本方

て、肝疾患による死亡を減らす (

?「 自らの感染に気づいていない感染者」

・「感染が判明した感染者」対策

・「慢性肝炎の治療を受けている・受けょ

・「肝硬変・肝がんの治療を受けている・

対策

うとしている患者」対策 、

受けようとしている患者」対策

診療体制の整備 と診療レベルの向上

医療支援の充実       、

生活支援の充実     :

定期的にその達成度を評価する
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重点的に検討すべき

1 現状の肝炎検査制度の功罪とあるべき検査制度      '
・ 節目検診等の成果

・ 現状の肝炎検査制度により判萌する感染者数 (年間)

, 推定される感染者数を前提にすべてい感染者が判明するまでの期間

■・現状の広報の取り組み―とそれに,よ る効果の検証       ‐

2‐ 感染判明者に対する働き:か けのあり方            ‐′

・_全国における取り組み状況  .  .ヽ  |

■ 堺実に行われた感染判明者に対する働きかけの効果
ご あるべき働きかけに関するコンセンチス

` かかりつけ医を受診してし`る患者も含めた意識調査の実施  ■
、・「副作用が,い配でlFN治療を受けられない」とい,患者のための対策 |‐
・「治療のために仕事を休むことはできない」とぃぅ患者のための対策

■「費用負担が,ぃ配でIFN治療を受けられない」といぅ春者のための対策
4_1圧疾患診療ネットワニクあ課撞  |    ■     |  ■

0.慢性肝炎・1月

千硬変・肝がん患者への診療機会提供の現状
■i` 慢性肝炎患者の診療の1あ り方 (含 tP、 連携)  |      |

1 肝硬変1肝がん患者の診療のあり方 (含むt連携). | ‐ 1 1
・ かなりつけ医対策

'・ ,肝奉患診療ネツトウータにおける肝硬変・肝がん治療の位置付け
. ・ 慢性肝炎・肝硬変 1肝がんを通じた診療均てん化あためあ方策  ‐ ‐

15 ウイルス肝炎患者の医:療費負:担 :の塾泣       :      | :
t 医療費負担の現状      ′        _
■、これまでの助成制度の比較検討 .(都道府県及び国の取り組み)  |

・  現状の助成制度の問題点の洗い出し・見直し   ` | :    |
‐

 _

t ウイルス肝炎患者 (特に肝硬変 |:肝が
～
患者)の生活実態の調査

・ 翠林?生活支援|その問題ホ| 1   l   t
■  ■

8 ウイルス肝炎患者の意向を反映するシステムの構築
.    :       :   .              以上
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参考資料卜3

'          平成 22年 8月 26日

基本的な指針 (案)にういての意見 |

1      日本肝臓病患者団1体協議会

阿部洋二

はじめに             |
.ウ イル不肝炎をめぐる現状

肝炎が国内最大の感染症llな ってぃぅと肝炎は放置すると肝硬変 ,Fがんなギ

量篤化する。肝炎患者にとつては将来への不安は計り知れないものがあ:る 。

肝炎の克服に向けた道筋が開つヽれてきた。他方、,阜期発見や医療,のアクセ

スにはいまだに解決すべき課題が多い6これらの現状にかんがみ、よりす層の

推進を図るため平成 22年 1月 1日 肝炎対策基本法が施行された。|

この基本指針は基本法第9条 1項により基づき策定す09今後は基本指針に

将来に不安ぶなく生活出来ることが実現す全二年二早革主■

2.こ れまでの取り組みと今後の展開            1
政府にぉぃては、これまで多く?肝久対策を準めてきたが、未だに肝炎ウイル

ス`lこ 起歯する肝硬変、肝がんなどによう死甚者は年再
4芳人を超えている?ま |、

全国で進められたウイル不検診の受診率や、治療費助成制度も計画を大きく下回

らそしヽるもまた1肝疾患診療体制も各都道府県で最組みにばらつきがあり、1域

にようては患者が適切な治泰を受けることが出来なぃ現状である。 |

こウイ ル ス
ん に

の

第1

(1

しないため は
い

の に こつ い

なかった に

こよ

肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

)基本的な考え方            |
肝炎は、適切な治療を行わないまま林置すると慢性イヒし、1肝硬変、肝が

～

とい

らたよ り重篤な疾病に進行す るおそれがある。3..■ 1組むことが必要である。
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的にその達成度を評価する。

(4)適切な肝炎医療の推進

このため、肝炎暮者等が、居住地域にかっ、ゎらず適切な肝炎医療を受けられるょ
う、1都導府県において、地域の特性に応じ■肝炎診療体制の整備の促進に向iナ た
撃組を準ゅぅため国と都道府県、産療関係‐機関は連携して取り組む必要がある。

1第 3F本検奪の実施体荊及び検査能力の向上に由する事項 |  | | | |
|.(1)1今後め取組の方針にちいて             ‐

肝炎ゥィルスの感染状況を未1人か把握するための肝炎ウイルス検査にちいて
は́、・・・ :プライバシァに配慮して匿名実尊されている場合がぁること奪から、当

蓄検査?零林沐況の実態を絶握することは困難である。          ■
(こ れ率で実施 して来た肝炎検養の体制

‐
などを検証 ltそ の問題点ギ現決における

琴染書数などを把握して、今後の機査体
,J、

具年中目標などを走めるもの上する:

また、‐T・急にテデル地域を定め、効果ある施:策`を選定し全国展開を図る。)`.(2)今後取組が必妻な章墳lとっぃて          |     |
ア甲け、翠行の「特定感黎症検査等事業■及び:||・ 実施主体である通芳公共由
体ヤ1村しt                    ‐      | |
イ 国l=、 1肝条フイ:ル不検査の実施について(:11・ ・‐:事業主等の関係者の理解と

摯|力 ?下t                          i  l  l
ウ 国け、多様な検査機会の確保を目的として、:・

■・ :健康診断の機会をとらえ
て実施する ル ス検査 につい

(以上下線の部分にrぅ ぃて具体的に体制整備のために何が不足しているのか、‐職
域での F.5題点 と対策など検討することが必要である。)

第4肝炎医療を提供ずる体制の確保に関する事項            ■

(1)今後●取組の方針にういで,`                   ‐

ア 都道府県が譲置する府疾患診療連携血|ホ澪
1院

(黙下
‐
「拠点病院」.と いぅ。)を EF

やとしt〒早ヨ辱琴警甲|がかりうけ辱ギ摯働するを組みとして、坤採|とおける庁炎
診療ネットワ

ー‐クの構築を進め、
|す

べての庁炎患煮等が継続的から適切な薩療差隻
けうこ|ができる体制を整備する。  | | ・           ● 1_ : ¬
(進ゆて琴

'9問
題点|=何か、専門医あ未長

｀
t認定したかかりつけ医以外に通院じt

1、6



いる患者 の対応 、専門医療機 関 とかか りつけ医の役割 の明確 1ヒ 、国の関与が必要 )

例 ①大規模都府県、中規模県、小規模暴などの診療体制のパタ‐|ン を示して体制
|つ強化、見直し/な どを求める| | :

‐②指定かかり/Dけ 医以外に通院している患者も含めて、専門医療機関⇔かかり
つけ医間の連携を促すために「健康管理手帳」の導入などを検討する。 1

イ 地域保健や産業保健に携わる者を含めた関係者の連携、協力の下、肝炎患者等に

対する受療勧奨及び肝炎ウイルス検査後のフオロ‐アツプを実施することによう、
i

肝炎患者等の適切な医療機関,べの受診を進める。
|           |

(フ ォローアップは現在、約 7害1の 自治体で実施済、その有効性と傷性者あ受診率な

どが担撰されていない。肝疾患診療体制に、関するガイドラィンにある保健所 `市町
村における受診勧奨の必要性の議論と体制の整備の検討)

ウ肝炎患者等が、労働L継続的な受療を両立させることができる環境らくりた高け

て、引き続き(事業主、産業保健関係者、労働組合をはじめとした関係者の協力

を得られるよう二必要な働きかけを行う。                 |
(労使の協力だけで良いのかtゥ ィルメ検診の費用、病気体職なども合めた法整備|

国などび)支援が必要ではないか)

第5肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項   `
(1)今後の取組の方針について                   |

イ 肝炎ウイルス感染が判明した後に適切な治療に結びつけるための人材育成。

(医療.関係者だけではなく保健所、市町村の暴健師が受診:勧
奨・保健指導が出来る

ような育成が必要=山梨県のようなコー
7・

イネすターの養成が必要)ヽ

第9その他肝炎対策の推進に関する重要事項   :        i
(5)肝硬変、:肝がル患者に対する支援

肝硬変、肝がんは根治的な治療法が少ないことから現在、可能性のある発がん抑制

剤の認可、インタこフェ■ン少量長期投与の医療費助成など緊急に必要としてぃる

・
また、肝硬変・肝がん患者の多くは60歳以上の年金生活者が多く、病状が進むほど

生活が困窮している患者も多い。更には高齢化すると専門医療機関への通院も難し

く、最寄の医療機関などで適切な治療を受けないままに病状を進めたり、肝がんの

発見も遅れる現状にある:こ れらを改善するため医療費及び生活費の支援を早急に

実施する必要がある。総合的な保健指導を必要としている患者も多く、医療機関、
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行政 を含 めた体制 の確立を急 ぐことが急務 となつている。

(6)肝炎対策基本指針の見直し i      ・

今後は、基本指針に定める取組を進めていくこととなるが、肝炎をめぐる状況変化 ヽ

|■を的確にとらえた上で、必要に応じ適宜評価を行い、必要があるときは、基本指針
|        `

|(評価するための目標値、達成時期などもこの指針策定で明
tら

かにすべき)・    |
‐      |                1           以上

○市町村における肝炎対策 ′         :      ‐

1 6佐蜃真神轟町

`現

神轟市)の取組み公果衛生情報7責17.7発行)

1  保絶師とIEr内‐あかかりつt'医 とあ連携で肝がん死亡率を激減|(100→4o/1o万人)

、 医師1会、地域行政と保健師の予防活動の二つかうまく:機能。   ● ■ ‐

|  :   |

②岩手県紫波町の取組み l・ :        |    ‐ 1  ‐

平成14年からC型肝炎対策を岩手医大t医師団、検診機関、患者会で不夕∵ト

.【事業あ内容1    1 :   ‐ ‐            |.   |

.(1)住 民検診など1「 よるキヤリアη警握 保健師が個別訪問などして受診勧奨 ‐

(2)              年齢、通院先、′治療内容   `

(3)腹部超音凍検査
.新

規キャリアく医療機関で未実施のもの   :^■  1

:｀ (4)個別相議会  辱本の医師などの個別面接      |     ■

(5)イ ンタニアェロン医療費助成 平成■6年から実施、現在最大で6万円 |

(6)医療講演会開催 「肝臓をいたわる食事と日常生活のポイン ト1 '

(7)出前講座 各地区に保健師が出かけて町の事業の紹介、交流会

(8)肝炎知識の普及啓発 :広1報誌など、地元医師の
′
肝炎の話

【事業による成果】     :    :
・ 把握キャリア数66o人・ウイノ́不検診受診率50%以上 (40歳以上)。 キキ

リアの医療機関通院者は9割 0イ ンタニフ■ロン治療費助成 7,o本

【現状と問題点】       |  1           1 `
キヤリケの年齢構成 、60代 24%(70代 41%t念 0代 19%と 高齢イ|してお

り、インターフ|ロ ン治療は思ったょ,|こ進まない。総合的な保健指導こそ必要。

堕の饉題二予算が少なじ盤 健璽の人員不足、保健師の権限 :ス キルなど| |
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の問題に雷愛禁を1ま管よ:農畠島援:2彎嘉
讐λ撃僣難 乱 L場侵;I,
人」(‖野さん)

だ

ら
ん

が
挑

隷
脚
由従

囲
藩
緩
躍

麟̈

はＭ
識
鱗
製

数̈
」〕

蟹
疑
絆
けけ一膊
摯潤

て静
機
し
て
行
ってき
ま
し
た
。
そ
　
　
で
■
いけ
な
いと
肛内
の医
”
ヽ
リ

景
郡
悧議
』

縄̈
計
　
騨
「獅
繊
叫
輝
は轟

―
―

り

Ｊ

ｌ

ｌ

ゴ

ヽ
〓
い
蜂

間
、
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
と
性

康
相
餞
の
充
実
を
目
的
に
ヽ
夜
な
夜

な
町
の
合
宿
壁
藩
に
、
曖
踊
げ、
優
薇
麟
型

町
の
事
務
晨
と
で
巡
回
性
康
教
育
に

出
向
き
、
日
常
生
活
の
注
意
を
離
し

て
回
り
ま
し
た
．
ま
た
、
が
ん
で
ｔ

く
な
っ
た
人
の
生
機
の
生
活
鯛
■

や
、
■
民
の
無
作
為
ア
ン
ケ
ー
ト
生

活
実
藤
響
査
を
■
民
の
協
力
の
も
と

実
施
、
欄
査
結
果
分
析
は
地
元
の
標

大
に
依
頼
し
、
そ
の
考
察
と
ア
ド
バ

イ
ス
を
盛
り
ぉ
ん
だ
僣
子
を
全
戸
配

布
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
事
後
僣

導
が
奏
功
し
、
平
成
七
年
を
境
■
神

埼
町
で
は
肝
疾
患
で
の
死
亡
苦
数
は

滋
減
し
ま
す

（グ
ラ
フ
参
照
）。
そ

の
陰
に
は
、
城
野
さ
ん
を
は
ｔ
め
保

健
婦
ス
タ
ッ
フ
、
町
内

―の医
師
、
町

の
事
務
職
の
人
な
の
こ
う
し
た
地
選

な
督
力
が
あ
っ
た
の
で
し
た
。

な
ぜ
佐
賀
県
に
、
な
ぜ
神
埼
町
に

肝
疾
患
が
多
い
の
か
、
原
因
は
特
定

で
き
て
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

「原
因
を
割
査
す
る
こ
と
は
冊
理
で

は
な
く
、
人
事
な
の
は
い
ま
野
性
の

人
を
ど
う
す
る
か
で
す
。
早
く
畿
状̈

に
気
づ
い
て
も
ら
い
、
治
療
に
結
び

つ
け
る
こ
と
が
大
切
」
と
城
野
さ
ん

は
い
い
ｔ

，
。
　
　
　
　
　
ヽ

田
昭
次
さ
ん
は
、
肝
臓
が
ん

を
寛
服
し
元
気
で
暮
ら
す
神

崎
町
民
の
一
人
“
ポ
イ
ン
ト
は
、
が

ん
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
で
し
た
。

衆
田
さ
ん
は
、
か
か
０
つ
け
医
で
あ

る
、
な
ら
も
と
内
科
医
院
で
の
ユ
漱

漱
饗
で
肝
疾
患
を
発
見
、
平
成
六
年

臓
が
ん

の
手
驚
を
■
電
し
た
。

な

０
後
●
再
魔
が
ん
が
肝
臓
に
み

つ
か
り
ま
し
た
が
、

そ

れ
も
早
掛
だ

つ
た

た

０
内

視

鍋
手

術

で
希
事

除

去
、

い
ま
も
毎
月

の
検
登

は
欠
か
し

た
こ
と
が
な
く
、
城

野
さ
ん
の
支
援

の
も
と
生
活
習
慣

に
気
を

つ
け
て
元

気
に
生
活
し
て
い
ま
す
。
「
ぃ
ま
と

ぎ
が
ん
と
い
わ
れ
て
も
シ
ョ
ツ
タ
で

は
な
い
」
と
い
う
ほ
ど
元
気
な
崇
田

さ
ん
か
ら
は
、
早
期
発
見
、
早
期
治

療
と
生
活
習
慣
の
事
後
指
導
‐の
大
切

さ
が
う
か
が
え
ま
す
。

巡
口
健
康
教
育
で
は
、
医
薗
４
一と

地
域
行
政
と
保
健
婦
の
予
防
活
動
の

三
つ
が
連
携
し
う
ま
く
機
能
し
ま
し

た
。
そ
こ
に
は
肝
疾
患
対
策
委
員
長

と
し
て
町
の
医
療
従
事
者
を
ひ
っ
ば

つ
て
き
た
、
町
嘱
託
医
の
機
澪
績
一

目
椰
０
活
隠
も
見
通
せ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
ら
二
者
を
つ
な
い
で
い
っ
た
の

は
城
野
さ
ん
の
手
風
“
城
野
さ
ん
の

ネ
ッ
ト
ヮ
ー
ク
づ
ぐ
り
の
秘
袂
は
、

「ヽ

た
ち
の
仕
事
の
一
番
の
柱
は
住

民
サ
ー
ビ
た
な
の
だ
か
ら
、
住
民
の

■
を
キ
ャ
ツ
チ
ｔ
て
、
住
民
の
視
薇

に
立
つ
て
ヽ
住
民
の
た
め
に
な
る
施

策
を
き
ち
ん
と
撮
着
し
て
ぃ
く
こ

と
。
そ
し
て
そ
れ
を
外
に
向
か
っ
て

発
信
し
て
い
く
こ
と
≒

住
民
の
メ

を
附
く
姿
勢
を
■
に
み
な
か
も
た
な

い
と
い
け
な
い
、
ど
城
Ｉ
さ
ん
は
い

い
や
■

，。　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

~・■|"|:千

軽:欝電鷺よ[跨:南

馨 憚
・
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紫
波
町
の肝
炎
対
策
に
学
ぶ

は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
´
　

　

・
　

ヽ

こ
つ

一
明
に
肝
炎
対
策
基
本
法
が
■
行
さ
れ
、
新

４
度
早
々
に
も
厚
生
労
働
大
田
は

「肝
分
対
策
基
本

指
針
――
指
針
」
姥
策
定
し
、
肝
炎
対
策
の
推
進
ど
す

る
こ
と
一
な

つ
て
い
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
施
策
め

内
容
に
つ
い
て
嗽
今
後
．開
催
さ
れ
る

「．肝
夕
対
策
推

進
協
議
会
＝
協
機
会
」
豫
ど
で
検
討
ｔ
て
行
ぐ
と
さ

れ
て
い
ま
す
ｏ
そ
の

・
施
策
の
な
か
で
重
要
之
思
わ
れ

る
事
ｏ

一
っ
が
、
市
町
村
な
ど
で
の
肝
炎
対
策
で
は

な
い
か
と
偲

つ
て
い
ま
す
ｌ
肝
炎
息
を
は
自
浄
症
状

に
受
し
く
ヽ
感
染
が
分
か
っ
て
ヽ
治
療
に
籍
び

つ
か

な
い
人
ヽ
多
く
保
健
所

一
市
町
村
の

「保
健
絆

，導
」

は
欠
か
せ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が

ら
全
掴
的
に
も
好
事
例
は
あ
ま

，
聞
い
た
ご
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
ヶ
な
な
力、
で
紫
波
町
で
は
平
成

１
４
年
力、
ち

「保
健
指
導
」
を
含
め
た
肝
炎
対
策
を

着
手
医
大
な
ど
０
協
力
を
得
て
と
め
て
来
‘
．い
ま
す

の
で
、

そ
０
内
容
を
一
介
し
、
市
町
村
の
肝
々
炸
策

な
ぜ
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
と

一
緒
に
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

紫
波
町
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

紫
波
町
は
人
口
三
万
四
千
人
ほ
ど
で
、
米
や
果
樹

が
多
く
作
ら
れ
日
園
が
広
が
る
０
ど
か
な
」
で
す
。

し
か
し
、
い
つ
の
項
か
ら
か
、

‐
肝
炎
が
多
し、
町
と

．

ｔ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

つ
て
い
た
Ｉ
テ
で
す
。

そ
ん
な
し
を
か
け
か
、
町
で
は
平
虜
５
午
か
ら
Ｃ

型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
を
始
み
て
い
ま
す
。
そ
の
当

時

…３
５
歳
以
上
の
約
５
一
２
０
０
人
を
調
査
し
た
‐

ら

一
感
染
率
が
ｒ
２
％
と
い

，
高
さ
だ

っ
た
そ
う
で
す
「

そ
の
ょ
う
■
感
染
率
の
高
さ
か
ら
か
、
紫
波
町
の
肝

が
ん
死
亡
率
は
着
手
県
の
平
均
の、
２
倍
以
上
に
な

つ

て
い
ま
し
た
。
　
一

そ
の
よ

‐う
な
状
況
を
受
け
で
、
紫
波
町
で
は
平
成

ヽ
１
４
年
か
ら
Ｃ
型
肝
炎
対
策
を
岩
手
日
た
や
肛
驚
医

師
団
、
県
予
防
医
学
協
会
（検
診
機
関
）、
患
者
会
魔

参
珈
ｔ
て

「珠
波
町
肝
炎
対
策
検
討
会
」
を

ス
タ
ー

■
ざ
せ
今
日
ま
で
続
け
て
い
ま
す
ｏ

【
町
で
実
施
し
て
い
る
事
業
０
■
容
■

（
１
）

新
た
な
キ
ヤ
リ
ア
ら
把
握

総

‥合
検
診
で

，
イ
ル
ス
検
査
，

未
実
施．
者．
に
検
査

勧
奨
¨
新
規
発
見
者
に
対
し
て
個
別
訪
間
な
ど
で

専
門
医
受
診
の
勧
奨
。

・　

ゥ
イ
ル
ズ
検
診
を
受
診
済

の
方
は
４
■
歳
以
上

の
∬
一
の
５
割
以
上
に
な

つ
て
い
る
。
一静
燎
検
査

陽
性
者
の
追
跡
調
査
で
は
医
療
機
関
受
診
率
は
８

割
を
超
え
て
い
る
。
　

　

一

（２
）

キ
ヤ
リ
ア
の
デ
ト
タ
ベ
ー
ス
佐

一　
‐
過
去
つ
漱
診
で
分
か
つ
た
■
ヤ
リ
ァ
ら
方
の
年
齢

や
通
院
先
い
治
療
内
容
な
ど
の
デ
ー
タ
も
把
握
し

て
い
る
「
　
一
‐
　

　

　

一　
　
¨

入
３
Ｙ
腹
部
超
音
波
検
診
　
　
　
　
　
　
．
　

　

一

新
槻
に
発
見
さ
れ
た
Ｉ

・
Ｃ
型
タ
イ
ル
ス
キ
ャ

リ
ア
や
医
療
機
関
で
検
査
の
機
会
の
な
い
方
を
対

象
に
エ
コ
ー
検
査
を
実
施
。
一　
・　
　
　
一　
　
一

（
４
）
価
別
相
談
会
　
　
　
　
　
　
　

．　
　

　̈
一

一　
　
医
大
の
医
師
な
ど
が
肝
炎
の
治
療
や
卜
常
生
活

等
の
個
別
面
接
。　
　
　
　
′一　
　
　
　
　
・

Ｈ
２
■
年
は
９
各

（
５
）
イ
ン
タ
■
フ

ェ
ロ
ン
治
療
費
の
助
成

（平
成
１
６
年
か
ら
最
高
５
万
円
、
２
０
年
か
ら

′
　

は
一
万
円
）
平
成
１
６
年
力、
ら
の．申
請
７
８
た

（
６
）
■
淡
教
室

（医
療
講
演
会
）
欄
催
　
　
　
・

医
大
な
ど
の
講

‐
師
を
招
い
て
医
療
講
演
会
を
開

催
。
研
備
に
良
い
食
事
の
献
立
例
「

（７
）
当
事
者
交
流
会

（出
前
講
座
）
　
　
　
一

洛
地
区
に
保
健
師
が
出
掛
け
て
町
の
事
業
の
絡

介
、
情
報
交
換

・
交
流
会
の
実
施
一

（〓
）
肝
炎
知
識
の
普
及
啓
発
　
プ　
一

・
　

‐ウ
イ
ル
ス
検
査
の
勧
奨
な
ど
を
町
の
店
報
に
掲

載
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
・　
　
　
　
ヽ

【■
の
肝
淡
対
策
か
ら
分
か
る
事
ョ　
　
　
　
　
¨

●

ウ
イ
ル
ス
検
査
受
診
率
な
ど

ウ
イ
ル
ス
検
査
受
診
率
５
割
以
上
と
い
う
獅
字
は
、

全
掴
ｏ
受
診
率
１
割
以
下

（性
１
×

岩
手
県
ら
約
〓

割
と
比
較
し
て
ヽ
次
変
高
い
装
宇
ど
な
つ
で
い
る

，

記
握
ｔ
て
い
る
・キ
一
リ
ア
の
方
の
医
療
機
野
通
院
春

一
９
割
一
く
ｔ
な
つ
て
お

，
、
平
成
、１

６
年
度‐
一以
降，

の
新
規
発
見
者
も
８
割
を
超
え
て
い
る
。　
　
　
　
　
．

全
個
の
晰
親
発
見
者
の
■
診
率
は
５
計
程
度
ど
言
わ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ヽ
こ
れ
も
集
波
町
０
保
億
指
導

な
ど
の
成
果
と
思
わ
れ
る
。　
　
一．

●
キ
ャ
リ
ア
の
年
齢
構
成

1
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一
７
０
歳
以
上
６
０
％
、
６
０
代
２
４
％
、
６
０
歳

以
下
１
６
％

（Ｈ
ｌ
９
よ
り
推
測
）

高
齢
化
が
進
み
、
６
５
歳
以
上
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

ロ
ン
が
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
年
代
の
方
が
７
割

を
占
め
て
い
る
。

●

イ
ン
タ
■
フ
一
コ
ン
治
療
助
成

平
成
１
６
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
助
成
制
度
は
６
年

間
で
７
８
人
が
申
請
し
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
全
体
か

ら
す
る
と
ｒ
割
程
度
に
し
か
な
ら
な
い
。

【今
衡
の
課
■
」可
能
性
】　
　
　
　
　
一

平
成
１
９
年
１
月
に
厚
労
省
で

「都
道
府
県
に
お

け
る
肝
炎
検
査
後
肝
疾
患
診
療
体
制
に
関
す
る
ガ
イ

ド
テ
イ
ン
｝
が
出
ざ
れ
て
、
そ
の
第
一
項
に

「要
診

療
者
に
対
す
る
保
健
指
導
」
が
載
っ
て
い
ま
す
。

紫
波
町
の
肝
炎
対
策
は
ヽ
こ
の
「ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

を
先
取
り
す
る
よ
う
に
進
め
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

町
単
独
で
実
施
す
る
に
は
恨
界
も
あ
る
よ
テ
に
感
じ

ま
す
。

行
政
と
し
て
“
ど
こ
ま
で
や
る
の
か
”
せ
い
テ
基

本
的
な
事
や
、
キ
ャ
リ
ア
の
人
達
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
問
題
、
も
ぢ
ろ
ん
こ
れ
ら
を
実
施
す
る
予
算
、
人

員
な
ど
も
町
単
独
で
は
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
ヶ
に
キ
ヤ
リ
ア
の、デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
な
ど
が
進
ん
で
来
る
と
、
い
ろ
い
る
な
施
策
の

展
開
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
今
年
の

「紫
波
町

肝
炎
対
策
検
討
会
」
で
報
告
さ
れ
ま
ｔ
た
が

「国
保

レ
セ
プ
小
情
報
か
ら
把
握
し
た
キ
ヤ
リ
ア
及
び
未
受

診
者
の
状
況
調
査
」
の
よ
う
に
他
の
デ
ー
タ
之
の
突

合
に
よ
る
新
た
な
対
象
者
の
把
握
を
試
み
て
い
ま
す
。

今
後
、
一検
査
機
関
な
ど
と
の
デ
ー
タ
の
照
合
に
よ
り

未
受
診
者
の
絞
込
み
な
ど
も
可
能
で
は
な
い
か
せ
感

じ
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
・

【ま
と
め
】　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

肝
炎
対
策
基
本
法
第
４
条
の

「地
方
公
共
団
体
の

責
務
」
に
つ
い
て
の
条
項
が
あ
り
、
そ
れ
の
具
体
策

を
新
年
度
か
ら
検
討
し
て
行
く
と…
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
を
「指
針
」ど
い
，２
も
の
に
取
り
ま
と
め
て
、

そ
の
後
全
国
で
対
策
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

こ
の

「指
針
」
は
状
況
の
変
化
に
対
応
し
て
五
年

毎
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
ま
す
。

紫
波
町
の
Ｃ
型
肝
炎
キ
ャ
リ
ア
の
午
齢
は
六
十
歳

以
上
が
人
割

（六
十
五
歳
以
上
七
割
）
で
す
。
こ
れ

は
全
国
的
に
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
年
齢
構
成
で
あ
る
ｔ

と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

せ
つ
か
く

「基
本
指
針
」
を
ま
と
め
て
、
具
体
策

を
作
っ
て
全
国
展
開
し
た
が
効
果
が
上
が
ら
な
か
，っ

た
、
と
い
う
の
で
は
、
Ｃ
型
肝
炎
キ
ャ
リ
ア
の
年
齢

構
成
か
ら
す
る
と
、
根
本
的
に
救
済
出
来
る
人

（ウ

イ
ル
ス
排
除
な
ど
）
は
二
年
後
に
は
極
端
に
少
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

紫
波
町
で
先
取
り
ｔ
て
施
策
を
進
め
て
来
た
こ
と

か
ら
地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
「ど
ん
な
問
題
が
あ
る

の
か
」
「何
が
出
来
る
か
」
「ど
こ
ま
で
や
れ
る
か
」

や
な
ど
検
討
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
私
達
患
者
の
思
い
を
酌
ん
で
頂
き
、
肝

炎
対
策
を
決
断
し
ヽ
今
日
ま
で
肝
炎
対
策
を
進
め
て

頂
い
た
藤
原
町
長
を
始
め
担
当
の
皆
様
に
大
変
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
貴
重
な
事
業
の

成
果
を
他
の
市
町
村
の
施
策
に
反
映
す
る
こ
と
が
出

来
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。　
．
　

（事
務
局
）

【
文
中

の
ウ
イ
ル
ス
検
診
、
キ
ャ
ル
ア
な
ど

の
頭
に
、
特
に
記
載

０
な

い
と
こ
ろ
は
Ｃ
型
肝
炎
を
主
体
に
書

い
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ル
Ｂ
型
も

一
緒
に
検
診
な
ど
実
施
し
て
い
ま
す
。
】
一

宍
注

１
）
全
国
の
受
診
率
は
■
肝
協
な
ど

の
推
定

で
す
。
岩
手

県

の
受
診
率
は
肝
炎
対
策
計
画
の
数
字

で
す
】

一
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参考資‐料3

肝炎対策推進協議会においての意見陳述

1      2010年 16月 ■ 7日

薬害肝炎原告 武田 せい子

1 これまでの治療          
‐

私は 19急 8年 4月 にC型肝炎を発病してから22年になります。     |、
これまでに16回の入院を経験、インターフ三ロン治療は3回行い、今、4回 目のイン

タニフエロン治療中です。その間の医療費は膨大なものになりましたが:それでも、治
｀
り

たいてその一心で治療を続けています。  |          |         :
私は仕事を持つています。仕事をしながらの治療は困難を伴うものでした。現在のペグ

インターフ手ロンとリバビリン治療でも週1回半自は休まなくてはなりません。つらい、

重い冨1作用のこと 考ヽえるを、第一穆での仕事はできません。有給休暇を利用するだけで

は治療を続けられないのです。   |   ■

3度 目のィンタTフ ェ■ン治療は7ケ月で中止しましたし

咳がひどくなかなが眠れず、最終的にはうちになつてしまらたためです。治療開始から

6ケ月が経つてもウイルスはヤイナスにはなりませんでした。中止後:lヶ 月後の検診でG

OTが 100bを超え緊急入院を余儀がくされました:副作用に書じめられただけで良い

結果を得ることができますんでした」

過去のインターフェロン治療におべて副作用が少なくなつた、弱くならたとはいいます

が、それでも通常の生活に支障が出るほどつらいものです。 l       t
2 薬害肝炎原告団め要望など ―      ‐     ｀

           ‐

私たち原告団は、薬害肝炎の被害者として、厚生労働大臣と定期的に協議する場を持っ

ています。今年も、別紙1の とおり、要望をお伝えしています。

また、全国の患者から「都道府県によつてウイルス肝炎対策の取組に違いがある」との

声があがり、各地患者会の方々tB型肝条下訟原告の方々とも協力して、都道府県ごとの

肝炎対策の内容を調べて、要望書にまとめましたも男り紙

'の

とおりです。ウイルス肝炎患

者が日本国内どこに住んでいようとも適切な治療を受けられるよう、そして、ウイルス肝

炎が「過去の病気」となるよう、国と地方公共団体が下緒になつて対策をとつていただぎ

たいと考えています。時間に限界があり、まだまだ不十分な調査・分析ですがくよりよい

取組を全国的にとりいれていただきたく、要望する次第です。   1
3 私の思い                              .

なかでも私自身として強く思っていることを述がます。

第 1に、仕事を持つ患者が治療を躊躇しないよう、制度を整えてください。育児休業や

介護床業のように、休業中に■走割合の給与を保障する制度が必1要です。こういう制度が

ない限り、治療にチャレンジする患者はなかなか増・えないでしよう。        ` 「

第2に、今よりも副作用の少ない治療薬を早急に開発していただきたい。私嗜何とな耐

えてきましたが、これほどつらい副作用では、治療自体を断念する患者も多数いることで

23



しょう。■
‐
第3に、インターフ‐ェ甲ン治療助成の回数制限を完全に撤廃してしヽただきたぃ。例えば、

72週投与終了後に再燃した患者については再治1療をしたとしても効果が底ぃとして助
成が受けられないことになってぃます:しかし、患煮は効果が低くても治る可能性がぁる
なら、その治療を受けたぃ、:そ う考えます。「効果が出る可能性は低いが、治る可能性の
ある治療」は、むしろ助成が必要なケ,スだと思います。

第4に、重度の肝硬変患者に対する身体障害者手帳の交付が始まりましたが、その認定
基準が厳しすぎます。現在の基準では、Child一 Pugh分類のクラスCに該当しな
ければなら,ず、結局、肝臓移植を受けた患者、余命 1～ 2年の重症患者しか対象となり|ま

せんどこれでは手帳の交付を受けられる患者は全体の|=んの一部でしょ
´
う。肝硬変患者が

残された人生を有意義にすごす、肝硬変という障害があって、本FE5ら しく生きt社会に貢

献する、これらを可筆にするためによ―り広い範囲で身体障害者手帳が交付されるよう、制
度を改善すべきでしょう。

´

第|に、第二の国民病ともいわれるウイルス囁炎、日本国内にこれはどまでゥィ)レス肝
炎が蔓延したこ|にけ国に責任があります。しかし―、肝炎対策は長らく

‐
不十分なままでし

たよ患者の多くは高齢化し、肝硬変・肝がんの義者の余命は限られてぃます。まずもうて、
国がり■ダニシップをとって、そして早急に、肝炎対策を実現してぃただきたぃと思いま
す。           |
|の協議会には6名の患者代表が参加することになり率した。がん対策基本法にならも

たもので、患者の声を施策に反映する貴重な場で|ぅ と理解してぃます
`今

後の肝炎対策
にぜひ患者の声を反映し続けていただきたく、みなさまがためご配慮をお願いして1私の
意見陳述とさせていただきます。     |

以上
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長妻昭厚生労働大臣  殿

肝炎対策推進協議会  御 中

肝炎対策基本法に基づく具体的取り組みの

あり方についての要望書  |:

-47都道府県に対して実施したヒアリング結果を踏まえて一 I

2010年 6月   日

薬害肝炎全国原告団 .

代 表    山 口  美智子

:同 全国弁護団

代 表  鈴 木 利 廣

全国B型肝炎訴訟原告団       ‐    、

代 表 : 谷 口 三枝子

同   弁護団     ‐

代 表   佐 藤  哲・ 之
｀

日本肝臓病患者団体協議会

代表幹事 ' 山 本  宗 男  i
′ :同  , 中 島  小 波

私たち薬害肝炎全国原告団・同弁護団、全国B型肝炎訴訟原告団 0同弁護団、日本肝臓

病患者団体協議会は、これまで、国民病と言われるウイルス性肝炎 0肝硬変等に対する医

療および福祉の体制が極めて脆弱であり、′ウイルス性肝炎患者が安心して暮らせるための

恒久的な体制作りのためには(基本となる法律が制定されるべきであると訴え続けてまい

りました。                、

今般:肝炎対策基本法が制定され、患者代表も委員に入った形で肝炎対策推進協議会が

設置されたことを高く評価するもっでち
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しかレながら、肝炎対策基本法では、がん対策基本法と異なり、都道府県において推進
計画を策定することが規定されておらずt力わ施策の具体的日標や達成時期を定めること
も義務付けられておりません6                       )
そつため、私たちは、各都道府県の実情を把握すべく、全国47都道府県に対してヒア

ィングを実施致し、そのヒァリシグ結果を吟味し、問題点を抽出したうえで改革の方向性
を検討してまいりましたので、その内容を整理し、要望書として提出する次第で九
ご検討の程、

‐
お願い申し上げます:|                )
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目  ヽ 次

第1 はじめに

第2 調査結果                `
1 調査概要

2 問題点                          1
(1)検査実績・治療実績が不十分である

(2)陽性と判明しても受診につながらない

(3)「かかりつけ医」と専門医療機関との連携が不十分である

(4)現実に提供されている医療に格差がある

(5)保健指導の体制が不十分である
.

(6)構築される医療体制に患者の声が反映していない

.(7)IFN治療 (最長72週投与)以外の治療への支援が不十分である

(8)障害者手帳交付の体制が整っていない    |
(9)連携拠点病院がないために「連携」が不十分である |

3 各都道府県における評価すべき積極的取り組み

(1)1臓
(2)岩手県

(3)秋田県  、                ｀ |
:④ 千葉県                          :
(D 東京都          1       _、     「

(6)神奈川県   :            ,
(7)新潟県        ‐         `

(8)石りll県

(9)山梨県

(10)1長野県                 .
(11)愛知県                   |  (
(12)滋賀県          ′

| (13)大阪府              |        、

(14)岡山県

(15)広島県

(16)徳島県

(17)愛媛県        |
(18)福岡県        :
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′ (19)佐賀県     L
(20)鋤県      |    

′
  :

(21)熊本県 = |     |
′(22)宮崎県              ‐

(23)鹿児島県       |

第3 要望事項
′  1 受検率の向上 ,日標数値の設定

‐

2 各都道府県合の受検率向上のための指導

3 陽性者の受診率の向上。自標数値の設定    |
4 連携体制の強化

15'IFN治療等治療水準の向上 .´

6 都道府県における肝炎対策推進計画策定の義務付け

・   7 患者参加め確保 0推進 | |

, 肝硬変t Frミ

～

患者に対する医療費・琴養支援 |

第41おわりに _         :

4           ヽ

28‐



第1 はじめに

私たち薬害肝炎全国原告団 0同弁護団、全国B型肝炎訴訟原告団 同ヽ弁護団、日本肝

臓病患者団体協議会は、我が国におぃてB型、C型肝炎ウイルスに感染された方々が3

50万人おられ、ウイルス性肝炎・肝硬変等が国民病と言われていること、しかもその

原因が主として医療現場において治療行為の一環として行なわれた輸血や血液製剤9投

与、予防接種等に存することから(国、都道府県において十分な救済。対策がとられる

べきだと考え、恒久対策の進展に向け努力を続け、基本法の成立を訴えてまいりました。

その結果として、昨年11月 、肝炎対策基本法が成立したものと理解しております。

私たちは、同法の成立により、ウイルス性肝炎・肝硬変等患者に対する医療制度・社

会福祉制度が飛躍的に進展していくことを切に願うものですが、他方、治療体制に関|し

:を

は、①検査の受診率が低く、また、②検診陽性者あ医療機関受診率が低くt③医療機

関受診者に適切な医療が提供されていないなどの問題も指摘されているところです。

それゆえ私たちは、肝炎対策基本法が成立し、肝炎対策推進協議会が設立された正に

、現時点において十分な制度設計を行わなければ、せつかくの機会が生かされず、検査や

治療体制等の改革 (受診率の向上等)が進まないと危惧しているところです。そして、|

医療機関の方 、々行政の方々 と共に如何にしてかような状況を改善すればよいのかを考

えることが重要であると判断し、47都道府県に対するとアリングを実施致しました。

その調査により明らかになつたF・5題点や、新たな取組みを概観し、今後の準め方にっ:

いて意見を述べる次第です。 「
    .

第 2調贈 結 果                        `
1,議     :

本年2月 初旬、私たちは47都道府県宛にヒアリングの依頼を行いてまず書面によ

る質問の送付を希望される都道府県に対しては別添のヒアリング項目を送付して回

_答を求めました。

4月末日時点で、47都道府県のうち46都道府県から何らかの回答を頂戴してお

るところであり、ご協力いただいた都道府県の担当者の方 に々対しては厚くお礼を申

し上げたいと思うております。

なお、回答の詳細は、別綴りの資料集「都道府県別回答書」 (暫定版)の とおりで

あり、特に重要な項目.については、都道府県一覧の形で概観できるように致しました。

2 蹴

回答は、都道府県によって、詳細なものから極めて簡単なものまで様々ですがt詳

しくご回答いただいているところが多くt問題意識の高さがうかがえました。
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そして、この間、私たちで検討した結果、以下のとおりの問題点が存すると判断し
た次第です。●  ‐                    :
(1)― ・暉 が本■分である .
「受検査者が増えていないのに、有効な方策が群じられていないこと:また有効な
対策を講じないまま予算が減少させられていること」       ‐

'  「また、インターフェロン治療費助成も十分には利用されてぃなし、こと」   ‐
1   第一に問題なのは、そもそもウイルス検査を受ける方の割合が極めて低ぃといら ―: 1 1

ことです。                          1
各都道府県は感染者数を推測していますがt′それらの方 が々検査を受け、自らあ

感染を知るという端緒としては、極めて不■分な状況です
`,検

査を奨励する (旨の
1 広報を行う)こ とは難しいとの本音も聞かれるところです (兵庫県)|。     |

:そして、検査実績が少ないという理由で夕年度の予算が削られてぃるとするなら、
大いに問題です。          ヽ       、

′,{211陽性と刊明しても受診につながらない    |                li
「陽峰判明者が治療を受けないケニスが認ゅられるが、原因分析と有効な対策が講‐

i じられていないこと」
|`陽性1判明しても:その方が治療を受けないケ,スが多 認々められますしそれゆ

‐ え、:なぜ治療に向かわなぃのかについて原因を分析する必要があるところゞ 一部に
おいて先進的な実態調査がなされているものの、■分ではなく、したがらて有効な‐

対策が講じられていないように思われます:

:   このホ、原因の1うとしてtゥィルス検査を奨励しても匿名検査となることが多
|く tカ ウンセリングが十分できず、追跡調査も行い得ないことが拳げられています

(滋賀県、山形県、新潟県)。            、

た`だ他方:検診陽性者|:対し各保健所担当著から摘別に早期治療にうしヽその説  |
:  明,指導を行つてぃるところ (埼玉県)や、検診陽性者を県の保健所で把握し、肝 |

疾患専門医療機関を知らせて受診勧奨していぅところもあり (徳島県)、 検診陽性
者に対する治療支援の統計を具体的にとうてぃる都道府県も存するところです (高   .
知県)。

個人情報保護の必要性はあるものの、治療へつなげようとする意欲は都道府県に
ょらて暴なるように昼われました。                        :
‐ なぉ、この点に関して、肝炎ウイルスで要診療とされた者が医療機関を受診しt

肝がんの発症予防にっなげるため、5年以内 (平成24年まで)に要診療者の受療 ヽ

率を6o%にすることを目標とするところもありました (長崎県)。    |

.   6
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(1)「かかりつけ医」と専門医療機関との連携oS不十分である

「通常受診している『かかりつけ回 と専門医療園関との連携が十分ではないこと」 |
かかりつけ医となるための要件として「専門医療機関の専門医が立てた治療方針 |   :

に基づき、専門医との緊密な連携のもとで治療を行うことができること」を求めて      ′

いる県 (広島県、熊本県や長野県も同趣旨)や、届出制ではあるものの実質は地元   :
国立大学医学部附属病院出身の肝炎治療に熱心な医師によつて構成されているとこ

ろ (愛媛県)がありました。       |
また福岡県では、

‐かかりつけ医の条件として、        :             .
① 陽性者を確実に受診奨励すること、                        '
② 肝炎ウイルス研修会への参加をすること、       ・           ‐

③ 厚生労働省『 B型及びC型肝炎治療の標準化に関するガイドライン』に準じた診

: 断・治療を実施すること、

④ 慢性肝炎の患者に対し、初期治療導入及び副作用にかかる検査・治療をウイルス ■

肝炎め専門医師と連携して実施することが可能であること、

⑤ インターフェロン治療受給者の治療経過を治療終了または治療中止後に肝炎対  .

策協議会べ報告すること、

⑥ 指定医療機関、保健所が実施する肝炎ウイルス検査で感染が疑われた患者の受診

状況については最寄の保健所、また精密検査報告書については指定検査医療機関

へ報告すること、           
‐         ,

⑦『福岡県肝炎対策協議会』から助言を受けた場合には、これを参考に適切な検査・

治療を実施すること

という厳格な要件を設定しているところです。

更にt連携体制の強化については、県独自のガイドライン (長崎県)や肝炎総合

対策事業実施要綱を策定するところ (宮崎県)も存しました。

しかし、多くの都道府県においては、「かかりつけ医」について、言葉通り、普

段かかつている医師と捉え、専門医療機関との連携が意識されていないように感じ

られますしかかりつけ医に対する研修会を全く実施していなし,ヽ ところ (沖縄県)も

ありました。          ■

そもそも、かかりつけ医の概念や専門医療機関への誘導を意識している自治体が
・

余り多くなく、「かかりつけ医」という言葉にどのような意味・意義を込めるのか  ´

について、ばらつきがあるように思われます。

しかもt専門医療機関選定においても■選定基準に差があるところです (静岡県

では、非常に厳密な要件を設定しています)。

なお、専門医の不足を嘆く都道府県が多からたごとも特徴的でありました。

7
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に,現実に提供され0ヽる国劇日醸舗tある

「ィンターフ土口,ン (IFN)治療等の各種治療について、専門家が十分には関与

せずになされている都道府県があること」

IFN治療の進展には目覚しいものがあります。 |

しかしt専門医が少ないところも多いうえ、同治療を実施する医師について条件

を課している都道府県は少なく(患者が希望した医療機関とは全て委託契約を締結

して実施してもらつているのが実情のように思われます (例えば島根県)。 「保険

診療の基本原則からして、条件等を付すことはできない」と'回磐するところもあり

ました 鮮 県)。                         ‐ r
ただ、他方、日本肝臓学会の認定を受けた肝臓専門医が在職することを要件とし

,て、申請に基づき、肝臓専門医療機関を指定して治療を行うようにしているところ

厳 都:石川県も'同趣旨と思われます)や、治療を行う医師は県医師会肝がん部

会員であることを求めるところもありました (佐賀県)。 また、日本肝臓学会専門

医の属さなぃ施設では、県等が開催する研修会合の参加を義務付けているところも

ありました (千葉県、新潟界‐も同趣旨と思われます)。

IFN治療について、:常に最新の情報を踏まえなければならないことは言うまで

もありません。従前は適応とされていなかつた範囲にまでIFN治療が拡大されて

いることを知らぬまま、治療の機会が失われるようなことがあつてはならないと息

います。また、不適切な投与により被害が生じることも防がねばなりませれ

更に、画像診断の技術は、1専門医とそうでない医師との間で格差が存すると言わ

れていますし、肝がんに対する治療法については日進月歩のスピ‐ドで (肝動脈塞

栓法から穿刺局所療法、そのなかでもラジオ波凝固療法へと)進んでぉり、1吏に今

後化学療法が進めば、当該抗がん剤の投与の仕方髄応の判断や服薬指導のあり方)

、についても知識と経験を要することが明らかです。        ́  ‐  、

それにも拘らず、専門医療機関においてさえ専門医が潮駐してし、ヽないところも存

在し、専門医不足のなかで各都道府県が苦闘していることがうかがえます:

よつて、専門医の指導、各種治療を実施するための要件が必要だど思料されます。1

151i保健指導の体制が不十分である |

:       育成されていなし、成いは十分でないこと」       ,|1      
なげるためには、保健指導者あ育成が不苛肝炎|ウイルス陽性者を肝炎治療べとつ:

欠であるところ、育成をしてぃないと回答する都道府県もあり (例えば徳島県)、

必要性の認識に差があるように思われました。 ―       l
特にB型にっいては治療経過が複雑なため育成が未了だと回答するところもあり

絋島県)、 ウイルス肝炎研究財団の相談員要請講座の活用 (滋賀県、秋由県:長

崎県t沖縄県)等がでより積極的に行われる必要があると思われます。

32



(61構築される医療体制に患者の声が反映されていない| ・

「患者参加が軽視されていること」

肝炎対策協議会が設置されていても患者代表者が参加していない場合が多く、具

体的な回答をされなかつた都道府県も多く認められました
'また、患者会の存在を

把握していないため、参カロの要請自体を行い得ないと回答するところもありました

′(山形県)。 更に、例えば岡山県などでは、国あ実施要綱で具体的な記載がない為、 |

そこまでの検討はしなかったと回答しておりt国の実施要綱が重要な影響を与える

ことがうかがわれました:

しかし、他方、「これまでは議題が専F目的であったことから、 (患者の参加は)

ありませんでしたが、肝炎対策基本法の成立という状況の変化をふまえて、患者の

皆様の参加のあり方にういて見直すこと」となつた県もあり (神菊 |1県)、 国レベ

ルで患者参加の重要性を周知していただく (一押ししていただく)必要があると思

われます。         _               ,
(71 1FN治療 偶韻″ 2週投与)以外の治療への支援が不十分であぅ   |

「IFN働趨〃卜
…

関する:刻舞輔勲 乏`しいこと」

ごくわずかな例外を除き、インタ‐フェロン治療以外の治療に関する支援が殆ど

存しませれ :この点にっぃては、先駆的に行らている都道府県の例 (長野県等)も

参考にしつつ、抗ウイルス療法合の援助を検討すべきだと思われます6     .
(81障害者手帳交付の体制が整っていない

嘱晴諸辞幸申請手続開始にあたつて           等け る必

要があるところ、その必要性臼翻臓していないところがあること』

これにらぃては1必要性を感じていないところがあることに大変驚かされました。

これまでウイルス性肝炎患者は「感染する」ということから不当な差別を受けて

きたのであり、当該研修の必要性を周知徹底すべきだと考えます。

19)連携拠点病院がなく園覇
『

が不十分である     ア

■鯨 病院の決まっていない都道府県が存すること師 、和m_」
現時点においても拠点病院の未だ決まっていない都道府県が存することは極め

て遺憾です (なお和歌山県は調整中だということでありました).   ■ '

それぞれに理由・弁解を述べられていますが、.「拠点病院がなくても、きちんと

治療を行う病院が多数存するから十分やつていける」と判断しているのなら、誤っ

た発想であると考えます。「連携が必要であり、そのための中核となる病院が必要

だ」という考えから拠点病院の必要性が指摘されているからです。更に拠点病院の

存しなぃところでは、相談支援センタニも設置されていないのであり、患者支援に

支障を生じさせています。また拠点病院が指定されているにも拘らず相談支援ヤン

9
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ターが設置されていないところ (京都府)|においても同様の問題が指摘できるとこ

ろです。     |

3 榊 県における書 き積極的取り組み    ・          f

他方、都道府県に対するヒアリングを実施した結果、各都道府県において独自に、
1精力的な取り組みを行っている点が多々見られまし■ので、その一部をご紹介してお  ‐

きます。 
・ ・      |

今後tかような各都道府県において実践されている様々な工夫を全国で共有してい
|

く必要があると思料致します

「

              1   ‐       .  :
(1)J朧        :|     ‐              ' I
‐ウイルス性肝炎進行防止対策事業として独自の治療費支援を行つているぎ       :

(2)岩手県                          :
'財団法人岩手県予防医学協会が設置している|「 ゥィ′レス肝炎対策尊門委員会」が  |

中′いとなり、平成o年度からo型肝炎ウイルスキャリアについて、個人情報の保護 ‐

に配慮しながら、医療機関の章診状況等を調査した。:対象者約2600人の,ぅ ちti  ‐

協力が得られた16oO人について把握しており、その後の健康管理等に役立てて

いる。一                           ｀
  :

また県ゃ市町村等で実施していぅ肝炎ウイルス検査ではt陽性者に対しヾ原lllと     ,
.して直接面接等により医師や保健師が結果説明を行うとともに、肝炎ウイルスの身

体への影響、日常生活の留意点、感染予防対策、医療機関受診の必要性などについ    |
で、|バンブレツト等を用いて保健指導と受診勧奨を行つている:

更にt平成21年 3月 、・県肝炎対策計画を策定して実施に移しており、検査体制

´ を充実させ、受診者の目標数値の設定を検討している。

(3)秋田県        '     1             1 1 
′

‐

1受診者や医療機関が情報を共有するためIFN治療中のデータをまとめた「俯

炎)診療日記」を作成しており、患者間の情報交換にも役立てている:    1 1 1  :
(0・FA県  ・        l  l         .

肝疾患診療ネットラニクを構築し、
'陽

性者を受診べと向かわせるとともに、これ

を実質イヒするため、専門医療機関等連絡協議会や契約医療機関を対象とした研修会
―を開催している。        |    |      ' 1
(5)棘都                           :ヽ     :

1  肝炎対策基本法15条に関連し、1国に先行して、平成10年度から「東京都ウイ    |
ルネ肝炎受療促進集申戦略]を開始し、1医療費助成を実施した5特に平成19年度 :

からは、非課税世帯においては自己負担なしとする独自の取組みを行ってきた。
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また独自に、身体障害者を対象とする治療費支援を実施しており、65歳未満で

肝機能障害により1級から3級までの身体障害者手帳を取得した人が対象とされる。

(6)神奈川県       ′                             :

昭和61年から講演会と相談会を実施し、更に平成6年までモデル事業および調 _″

査事業を行つていた。そして、その結果を踏まえ、平成7年 8月 より、県単独事業     ‐

として県域を対象としてウイルス検査を有料で実施してきた。

① 新潟県

県独自の区分明稼 患診療病陶 「肝疾患診療協力病院」を導定なぃし選定予定。

またt平成22年度から、肝炎治療実施に係る通院介助費助成を実施する。

(8)石川県

節目検診の未受検者に対し、個別の通知を行うとともに、検診陽性者に対する治

療支援 `勧奨として、年 1回、手紙、電話、訪間等で連絡をとつている。     |

また、 IFN治療支援を行う医師に関する条件として、肝疾患診療連携拠点病院

■あるか:詳疾患専門医療機関であるか、或いはt日 本肝臓洋会認定専門医である

ことを要件としている。           i
(9)山梨県

北杜市において、肝炎市町村保健指導推進モデル事業を実施し、肝炎尋帳の作成
'等

により連携体制の構築を図つた。また肝疾患コーディネニタ養成事業にも取り組     ‐

んでいる。    /            1
(10)長野県     :          

｀
      ■ |     |   ヽ

昭和 56年度から3型、C型ウイル不肝炎に対する医療の助成を行うてきた。更

に肝疾患診療連携拠点病院では、肝疾患に関する専F葛医療機関及びタイルス肝炎診

療ネットワークに参加している「かかりつけ医」に対して肝炎パスポー トを配布し、

診療ネットワータのなかで最新情報あ提供を行うとともに診療の手助け、円滑な治

療を実男するよう努めている。また、同県では、B型肝炎についても抗ウイルス療

法を行う場合は公的助成の対象とし、IFNや核酸アナログ製剤以外の入院治療を

行なつた場合の医療と食費に関する助成を行なつている:

(11)愛知県            |
特定疾患医療給付 (治療研究)事業の制度において、県単独事業として血清肝炎 |ヽ

と肝硬変に関する医療給付事業を実施している。

(12)滋賀県                         :
検査において、煩わしさを減らし、確実に検査結果を伝え 0療今とつな|力 る

為、約 i時間で検査結果がゎかる′ようにした                     .
(13)大阪府      :         )        ・         ́ ヽ

11  
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肝炎ウイルスを保有している方に対する専門医療機関等への受診勧奨を実施し、

早期発見、1早期治療の向上を進める肝炎フォロニアップ事業を実施している。

(10岡山県 ‐ .    1    . :
平成17年

～
18年度には、過去3年間の肝炎ウイルス検診受診者腸性者を対象

に精密検査の受診状況にういて調査を行い、陽性者向けのリーフレット、かかりつ

け医向けのリーフレットを作成した
`更

に「月干炎地域連携クーリティカノL/パス」等を

作成・配布して活用を呼びかけている。l      l
(15)広島県   ̈                          :

Bttt C型肝炎ウイルス感染患者にっいての健康管理手帳を発行している:

各地区医師会をまわり、医師を通じて周知するとぃう方法がとられるなどして情 .

宣に努めt HCv検診受診者は9万人を超えている。これは、対象者の約j割に該

当する数字である。なお(平成20年 3月 には、広島県肝炎対策計画ニウ:イ ノンス性

肝炎対策計画‐が策定されている。           |       |
(16)徳島県・     .                     :

肝がん患者に対して集学的治療を実施して特に肝臓専門外科医による手術療法が

実施できる拠点病院と、拠点病院と同程度の集学的治療を提供できる病院を「専門|‐

診療病陶 とし、更にウイルス性肝炎に対するIFN治療や肝がんの焼灼療法、辟‐

1臓のエコァ検査を実施している医療機関を「`標準的診療病院」として、連携を進め
ている。           |     .            :

(17)愛媛県 :

愛媛県年活習慣病予防部会「肝がん部会Jにおいて保健指導を行つており、更に、

同部会所属め医師が個崩あ医師に症状を確認して治療方法を指導するという体制
をとつてぃる。 ｀

(1‐8)福岡県 |         ‐

検診陽性者に対して:精密検査のために医療機関を受診するよう説明している。

また結果通知.して2か月経過した後も受診していない方に対しては1文書等で受診
1勧奨―を行らでいる。        ・

票に、かかりうけ医の条件として、「①陽性者を確実に受診奨励すること、②肝
｀
炎ウイルス研修会人の参加をすること、③厚生労働省『B型及びC型肝炎治療の標
準化に関するガイドラィン』に摯した診断 :治療を実施すること、・④慢性肝炎の患
者に対し、初期治療導入及び日l作用にかかる検査 0治療をウイルス研炎の専門医師
:と 連携して実施することが可能である|こ と、⑤インタ

ニフエロン治療受給者の治療

: 経過蕉治療終了または治療中ヰ後に肝炎対策協議会へ報告すること、⑥指定医療機

関、保健所が実施する肝炎ウイルス検査で感染が疑われた患者の受診状況にっぃて
は最寄の保健所tまた精密検査報告書については指定検査医療機関へ報告すること、
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⑦F4~岡県肝炎対策協議会』から助言を受けた場合には、これを参考に適切な検査・

治療を実施すること」という厳格な要件を設定している。     |ヽ   :
(10佐賀県      :             i

平成18年から出前検査、.出前講座を実施している。また、平成20年 3月 に「佐

賀県がん対策推進計画」を策定し、.重点的に取り組むべき課題のなかに「ウイルス

性肝炎対策の推進」を挙げている。                  |
(20)長崎県      ■             ′

平成21年 3月 、「長崎県肝疾患診療連携体制に関するガイドライン」を策定し、

同ガイドラインのなかで、要治療者に対する保健指導体制の強化、検踏:と 治療の連

携を図ることとしている。但し、予算措置は行つていない。

また、肝炎ウイルスで要診療とされた者が医療機関を受診し、肝がんの発症予防

にらなげるためt5年以内 (平成24年)に要診療者の受療率を60%にすること

を目標とし、C型申 管理手帳を作成して利用を呼びかけている。
｀
吏に1専門医療機関の選定にあたちてけ、①■次医療圏|11箇所以上、②日本肝

臓学会専門医 (認定医)の常勤施設であること、③日本肝臓学会専門医 (認定医)

の常勤施設ではないが、過去2年の肝生検の実数tイ ンターフェロンの治療症例実

,数、:その年に新規の肝がんど診断した症例数のいずれかが1年間に10例以上であ

ること、④離島地域(人口分布、交通の利便性等地域の実情に配慮することなどの

要件を課している。

(21)熊本県

熊本県医師会において、平成16年度から、県医師会が認定した研修医の受講寒

績等によりt'「肝臓病認定」として肝臓病の専門的な医師であることを証している。|

また、平成17年度から、
｀
検診陽性者対策として(熊本県肝炎ウイルス陽性者支

援システムを構築し、受診勧奨に取り組んでいる。          モ

(22)宮崎県                             、

宮崎県肝炎総合対策事業実施要綱、宮崎県肝疾患診療ネットワーク設置要領を策

定し、ウイルス検査から治療まで一貫した連携体制を構築することを目指している。

(23)鹿児島県      :
5年以内にB型肝炎ウイルス検査受診者を35万人以上とし、C型肝炎ウイルス

検査受診者を30万人以上とする個男1日 標を設定してぃる。  '

第3要望事項

以上の検討を踏まえ、私たちは黙下の事項を要望したし―ヽと考えております。
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受検率の向上 ,日標数値の設定

協議会から、国に対し、全住民に対する肝炎検査を速やかに履行すること、特に、
20歳以上の住民については3年内に受検率をoO%までに高めるという具体的数

値目標を設定することを求められたい。     |

【理由】 |     :                        ‐

ウイルス検査の必要性は言うまでもあり事す
～

。早期に発見することで適切な時期

から治療を開始できるからです。この点、今回調査を行うた結果、意欲ある都道府県

では、様々なェ夫を凝らして受検率を高めており、1具体的な数値目標を設定するとこ

ろが存することも確認できました (鹿児轟県)。 それゆえ、国において、全てめ都道

府県の意識1体制を意欲ある都道府県レベルにまで高めるべく、上記のと|お り要望す

る次第です。  |               ■     ‐

'特に:従前のょうにt′、イリスクとされた40歳以上の方だけを対象としていたの

でlよ 新生児のときに血液製剤を投与された方やB型肝炎ウイルスに感染してぃる方

の場合t治療の時機を失するおそれがあることにも留意すべきだと考えます:

? 各都道府県
^の

受検率向上のための指導            |
協議会からo国に対して各都道府県において前項記載の受検率に関する数値目標を

達成しているかどうかを調査し、著しく目標数値を下回つているときに助言・指導を

行うようt求められたい。                  、
_

【理由】 ‐      ‐      1             1
今後地域格差を解消するためには、成果をあげている都道府県の取り組み内容を集

約 0分析し、有効に活用する必要があります。指導の内容は、いかにして検査を受け

てもらうかについて各都道府県が行つている「工大」の紹介tア ドバイスとなると思

われますが、この点については広報の強化だけでなくクーポン券の発行、出前相談等

の直接の呼びかけ等
′
も考えられるうえ、地薫医師会や拠点病院等との緊密な連携が不

‐可欠だと思われます。          |     |     |
3 ¨ 受診率の向上・目標数値は      ｀

協議会から、国および各都道府県.に対し、肝炎検査にようて陽性と判断されたにも

拘らず治療を受けない方々 (これまで陽性と判断された全ての方を含む)に対して調

査を行うよう故あて求められたい。    |            ‐    ‐

その上で、治療を受けなv)理由として如何なるものが存するのかを把握してその理
由に対応した具体的な施策を講じるよう求められたい。

またt以上の分析 :対策を行なうことと並行して、協議会から、国に対しt陽性者

が3年内に受診ないし受療する率を80%までに高めるという具体的数値目標を設

定することを求められたい。   、       1
14
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【理由】                       ,
検査で陽性と判断されているにも拘らず治療に向かわないという事実はtそれ自体

異常なことです。それゆえ、暴体的な原因の分析と,対策を講じることが焦眉の課題で

ありますが、これは国が主導となつて准めなければ実効性を図れません:

例えば、陽性者が疾患の重篤性を認識していないのであれば、広報や保健指導の育

成の強化となるでしようし、治るかどうか分からないのに副作用が重い治療はできな
|

してとし、ぅめであれば、遺伝子晨査の保輔 を進めると1と もに、副作用に関する知識

め啓蒙や副作用治療体制の整備を進めぅことになると思われますЪまた、仕事を休ゅ

ないというのであれば::企業等に対する啓発活動や治療有給休暇制度の導入が検討さ

れることになります。なお、都道府界のヒアリシグにおいて、担当者の方から、「患

者が才ジターフェ|ロ ジを季けやす すヽるためには、雇用者側の取組みも重要であると

考えており、そのことが肝炎対策基本法でも指摘されているが、これについては、県

より企業にお願いするだけでは実効性がないため、国が主体となつて何らかの施策を

とぅそぃただきたぃ」 (山梨月 、 「現行でも病気体暇が認められる筈であるが、現実

の職場ではこれが認められるかどうか疑間である:法整備を国が行 う必要がある」(愛

媛県)等の発言もなされているところです。

4 -lの 強イヒ   ・
協議会から、国に対し、かかりっけ医と専門医との緊密な連携によって肝疾患患者

の病態を適切に把握し治療方針を決定して最適な医療を受けられる診療体制を構築 ‐

すべく:①実態調査を行ぃ(②各都道府県の独自の取り組みの効果を十分検証しヽ ,

え、③連携診療体制が機能レていない都道府県に対して指導するよう、求められたい。

【理由】             i
既に指摘しているとおり、都道府県にようではt「かかりつけ医」に対するイメー

ジが十分でなく、「かかりつけ医」「専門医療機関」「連携拠点病院」間の連携が十

分に図られておらず、肝疾患患者の病態を適切に把握した うえで治療方針が決定され

最適な医療を受けているとは言えなぃので

'ま

ないかと思われる地域も多々見られま|

した。     |    |    ‐
・
連携のあり方は地域の実情によつて異なるのであり:意欲的な都道府県では、モデ

ル事業を先行させて地域の特殊性を把握するよう努めています。        '
ょらて、国において、これらを分析し、連携の進まなぃ都道府県を対象として靖導

を行 うようにすべきですぎ

ら IFN治療等治療水準の向上  |  ‐

協議会から、国および各都道府県に対し、「肝炎専門医療機関ないし専門医」で1ま

なしヽ医療機関ないし医ETにおいてIFN等の治療が実施される場合、専門医かう?,
言:指轟が十分になされ得る体制を構築し、様丼な工夫を行うことを求められたい。
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′

【理由】                              :
‐2に)項で指摘したとおり、 I.FN治療にっいて、1常に最新の情報を踏まえて行なわ
なければならないことは言うまでもありません。
従前は適応とされていなからた範囲にまでIFN治療が拡大されてぃることを知ら

ぬ事ま、治療の機会が失われるようなことがぁってヤ|な りませれ こあ魚、鶏識の乏
しい琴師が「力ヽ̀かりつけ医」である場合、IFド治療等に消極的になっているとも聞
き及んでおりますぎ         :                    .

・ 更に今後化学療法が進めばk当該抗がん剤の投与の仕方 (適応の判断や服薬指導の
り々方)・にらレ(そも知識と経験を要すること鮮明らかでありま筑      ‐

′しかも、朝門医自身が都道府県内に少ない場合、下層、「かかりらけ医」による独.自
の判断がなされ得る危険性が高まると思われます。        | :1
それゆえtク リティヵ

'″

スヾや肝炎手帳等を作成し連携のソフト面を強化している
「

都道府県の取り組みを分析し、指導につなげていくがきだと思料いたします。
ol都道府県における      商策定め義務付け  '

協議会から、各都道府県に対し、都道府県の地域特性を踏まえた肝炎対策の基本計
町を策定する.よ う、求められたい。      .
【理由】       1         ,    ‐    ):
|これまで指摘してぃるとおり、肝炎対策への零り組みについては、都道府県によら

て温度差があると思ゎれま塊 ‐Lア リングのなかで、全ては国の指針が出来てから
1ど :

答えて憚らないところがある■方、盛由 に先駆けて独自の取り組みを行つてしくるL・

ころもあり、都道府県の姿勢め違いによって同じ患者が差別されるようなことがあっ:

て
'ま

ならなぃところです。‐      ‐             ■   i
:本来、1地域の特性(地理的要因や専門医?数や偏在の有無等)を踏まえたぅぇ、市町
村とも連携をとぅて、ぃかなる場所におしヽても最高水準の医療が受けられなければな
りませれ           `
その前提としては、既にいくつかの都道府県が実施してぃるよう|こ■デル事業や実 ‐

態把握にようて地域の特性を把握し (神奈川暴、中裂県など)、 先行するがん対策と
同様、都道府県ごとに独自の基本計画を策定すぅことが不可欠であると考えます。

71 1自曜費参力

“

Dttw果・轟餞饉 |       ,    、     `       |           、
‐
協議会から:各都道府県に対し、、僣鋼肝財を:肝硬変等の対策を実施する|こあたっそ

は患者団体の言口を十分聴取すること、また、春煮の意中を把握する為患者間の相互
交流蕉推進する■と、更年推進計画を策定するため自治体内に協議会を設けると共に

′同崎議会には患者代表を3人以上 (或いは0割以上)入れるよう、求められたぃ。
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【理由】    ‐

第2の 216)項で指摘したように、今甲の調査で明ら力`こなつな問寧ドのうち最 不ヽ

刻な点の1つが「患者参加」の軽視です:     ‐              ・

肝炎対策協議会が設置されてぃても患者代表者が参加していない場合が多く、具体

的な回答をされなかった都道府県も多く認められました。また(患者団体の存在を把 、

握しておらずtlE握 しようとせず)、 そのため患者団体との懇談を下切行なつていない

ところもあり、:がん対策基本法において蓄積された成果が生かされておりませれ

長期に渡らて病気と付き合つていなねばならない慢性疾患については、患者自身も

非常に勉強をしており、また治療による副作用等の理解や対応については、患者自身

の意見を十分配慮する必要があるところです。       1
‐よって患者参加を重視すべきことを具体的に要請してし`ただきたいと思vヽ

ます。 .

また、患者らが相互に交流できる場を積極的に設けることにより患者間の意見を集

約することもできるのであり、かような場 (患者サロン等)を積極的に設置していた

だきたいと思います。                   ィ       ー 、

8 1m厖鳳 肝がん患者に対する医療費0- 1   1  .

協議会から、国に対し、肝硬変、肝がん患者に対して別1途医療費・療養支援を行う
|

よう、求められたい6

【理由】

現在慢性C型肝炎についてはIFN治療の進展とこ

υて治療の機会が格段に広がりました。

その治療費に対する支援によつ

| しかしi府硬変以降の患者の治療や生活に対する支援は極めて脆弱です。今般制度

が開始した身体障害者手帳制度についても、今後の動向を見極めねばなりませ々 が、

肝硬変の極めて末期に限つて対象とするものではないかとの懸念があります。 1

それゆえ、肝硬変以降の患者に対する支援を拡大させるべく、具体的な制度設計を

行うべきです。この点、通院介助費の助成を広く行つていうところ(新潟県)や肝硬客

に対する医療給付事業を実施しているところ(北海道、愛知県、長野県)な ども存すぅ

のであり、これらを踏まえ国レベルでの支援を検討すべきだと考えます。 ‐ ,

第4 おわりに   1                       '

肝炎対策基本法は、全国の患者らの長年の努力によつて成立致しました。   |
他方、肝炎対策については、いまだ各都道府県において温度差が存する状況です。

それゆえ、今後我が国の肝疾患に対する治療体制および社会福祉制度の望ましいあり

方を決定するにあたつては、患者参加による患者の意見の反映と、各都道府県等による
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｀ :   
取り組みあ強化、そのためあ都道府県め ,「計画」の本定、統下された数値目標 1達成時「   1期の設定が不可欠だと考えます。       「         .
現在、患者は高齢化しており、1益々治療を肇けることが益々困難になってぉります。‐

下刻も早く、本書面に記載した要望事項を実現してくださいますよう、ぉ願い申し上  |
|    げる次第です。            |
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匝□          11アリング項目
第1 肝炎患者の把握について                                ｀

1 ゥィルス性肝炎に感染されている方の推計をなさ|●ことがあります々ヽ  、     |
推計をされたことがありましたらtB型、C型各々の推計数をお教え下さい。        |

2 ウイルス性肝炎に感染して更に無症候性キヤリア、慢性肝炎、肝硬変t肝がんへと

移行されている方を推計挙れたことがありますヵ、

推計をされたことがありましたら、B型、C型各々について、それぞれのステージ
i

ごとの推計数をお教え下さい。

第2 肝炎対策予算等

1 平成20年～22年度における肝炎対策に関する予算額と内訳、執行状況について    |
お教え下さい。また、金額 (の推移)、 内訳、執行状況等にういて、特徴的な事実が   ,
ありましたら、お教え下さい                              ′

2 過去3年間に実施された、肝炎対策全般 (無料検査、診療体制、インターフェロン

治療費助成、差別解消等啓蒙活動等)に関する広報の内容についてお教え下さい。ま   |

た、特に広報において工夫されている点にういてもお教え下さいし

第3 検査、治療支援              _
1踏 難       1                   :

過去 5年間に検査を受けられた方の数、                        |
無料検査の実施状況につぃてお教え下さい。なお、この点に関連して、予算額と予     |

算執行状況についてもお教え下さし、

検査を受けられていない方に対する奨励対策 (工夫)と してくこれまでになされて

きた広報の具体的内容、広報以外の施策についてお教え下さい。また、今後実施が検

:討されている施策がありましたらtお教え下さい。          、        :

2 検診陽性者に対する支援調査
‐

検診陽性者の把握をされそいるでしょぅヵ、把握されてし`る場合、デ■夕について

お教え下さい:                            :
また検診陽性者に対してなされている支援策があり:ま したら、お教え下さい。  ,

平成19年 (2007年)二 月に「都道府県における検診後肝疾患診療体制に関するガ    :
|イ ドフイン」が策定lされましたが、そのガイドラィンを踏まえ、新たに実施された施

策や検討されている施策等がありましたら、お教え下さい。    ' 
′

`
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| ■    なお、この点に関連し、保健指導のあり方の重要性が指摘されていたと理解してい

ますがtこの点に関して新たになされた予算措置や新たに実施した取組みがあ:り まし  |
たらお教え下さレヽ         |       ‐

3 保健指導者育成の有無t予定   
‐        '          1

:     1前項に関連し保健指導者育成がなされている場合、その実績についてお教え十さし1、。    
・ ・

また、育成の予定がありましたら、そのぅケジュァル|こ

ういてヽや黎え下さ|｀
。    ■

4 インタ∵フニロン治療支援実績                   . ・
l  貴自治体下においてt過去3年間になきれたインタ■フェロシ治療費に関する支援 |   : /

●    実績をお教え下さ―い。また、貴自治体下にゃv下ィンタァフェロン治療に関する支援
を行う場合、治療を行う医師について条件が存するめなどぅか、お教え下さし、|   |

■  1  条件が存する場合、その内容についてお教え下さい。     1    .

1    5 インター7ェ ロン以外の治療に関する支援実績                |
貴自治体下にぉャヽ

`、

過幸3年間になされたインタTフ干ロン治療以外の治療|1閑      |
| する支援実績をお教え下さし、:                            .

第41診療体制について、 |  ‐       |   ‐               ■
7

1 貴自治体における担当部署と担‐当責任者の方をお教えください。1

2 現在、肝炎対策を推進するための計画や指針 (名称は商いまを

～
)はありまチ″ヽ      I

: (ある場合)どのような内容のものでしようヵ、         |
(ない場合)今後、策定する予定はありますでしょうヵ、予定がおありの場合、どあ :  |

‐́    ような内容のものを予定されていますヵ、1また、具体的なズケジユールが決まらてお  |   :
:  りましたら、お教え下さい:      ■1                   1

3‐ がん対策に関して職 に推進基本計画をお作 りになられている「と思ぃますが、その

| なかで、肝がん対策にうしヽそtどめょぅな計画・方針が定められているのでしょう力、    「 :

4 現在、章自治体下で、.肝疾患診療連携拠点病院として指定・設置さ―れている医療機    i
l  : 関がありますでしよう力、      1                、

|

[指定がなされている場合]                          , ｀

|| : 惰定された病院の名前をお教ぇ下さし`                         :
また、当該医療機関が拠点病院としで指定された理由にうし:ヽてもお教え下さい。   i 4

1'         |               ■  20     、            `                     :

1      ‐   ‐・
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更に、連携拠点病院等連絡協議会の設置・開催の有無についてお教え下さい。

連絡協議会が設置 0開催されている場合、構成員、開催実績 (議題、参力1医療機関

の数等)や患者の参加の有無、今後の開催予定についてお教え下さい。なおt患者の

参加が認められていない場合、その理由についてもお教え下さい。

連絡協議会が設置 0開催されていない場合、設置までの今後のスケジュールにうい
.て

お教え下さい。また、設置未了となつている主たる理由についてもお教え下さい。

[拠点病院の指定がなされていない場合]

指定未了の場合t指定までの今後の不ケジュニルについてお教え下さい。

また、指定未了の場合、未了となっている主たる理由についてもお教え下さい。

5 現在、貴自治体下で、肝疾患診療の専門医療機関として指定 0設置されている医療

機関がありますでしよう力ヽ     :            :
指定がなされている場合、指定された医療機関の名前をお教え下さい。

また、当該医療機関が専門医療機関として指定された理由についてもお教え下さい。

指定未了の場合、指定までの今後のスケジュールにつし`てお教え下さい。

また、指定未了の場合、未了となっている主たる理由についてもお教え下さしヽ

6 肝炎患者が日常的に通院している医師 (いわゆる「かかりつけ医」)の肝疾患診療

バ ル向上のために実施されている研修や対策がありますでしょう力、その内容 (主

催者(講義テ■マ、講義者、参加者数等)をお教え下さい。          :
なお、貴自治体において、「かかりつけ医」の定義が異なる場合、その定義をお教え

ぃただけないでしょう力ヽ    |
また、貴自治体における、肝炎診療の「かかりつけ医j:の数や、自治体への登録の

有無:「かかりつけ医」となるための条件の有無等についてお教え下さい:   =‐

7 かかりつけ医、拠点病院、専門医療機関相互の連携を図るために実施されている施策

がありますでしよう力、                  .́  |
その内容をお教え下さい。例えば拠点病院や専門医療機関間でなされる会議等、肝

炎診療ネットワァク事業、肝疾患平―ディネニタ事業等が行われているでしょう力、

講演会や研究会は開かれているでしよう力、'              ´

8 貴自治体下において登録されでいる日本肝臓学会 :専門医の数についてお教え下さ

い 。                                               .

同専門医が、貴自治体のどの市町村に在住されているかにつき把握されているかに

づいてもお教え下さい。把握されている場合

'そ

の状況についてもお教え下さしヽ
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１

第

9 1貴自治体では、肝炎治療に関する相談支援センタ∵が設置されているでしよう力、
'

1  設置の有無

設置されている場合、̀連絡先t相談受付方法 (電話のみか、メール等でも受け付け

ているか等)、 センタニに所属している相談員数、稼動同時・時間需tセンタすの広

報のされ方についてお教え下さい。また、特徴的な点がありましたら、お教え下さい:
|     ザ

設置挙れていない場合、今後の設置に向けてのスケジユールの有無についてぉ教え

下さしヽ また_現時点で設置されていない理由についてもお教え下さし、    1

10 景自治体では、肝炎対策協議会が設置されているでしょう力、

肝炎対策協議会が設置.0開催されている場合、構成員、開催実績 (議題:参加医療

機関の数等)や患者代表者の参加の有無、:今後の開催予定についてお教え下さしヽ な

お、患者の参カロが認められていない場合、その理由についてもお教え下さし、
肝炎対策協議会が設置・開催されていない場合、'諄章までの今後のスケジニ‐

'レ

に
ついてお教え下さい。|またt設置未了となっている理由llつぃてもお譲え下さい9

11 患者会との懇談

 ヽ 貴自治体においては、患者会等、肝疾春患者団体との懇談 :協議をされておられる

でしょう力、    ´

協議をされている場合、患者団体の内容、開催実績 (議謹、参加者)、 懇談を受けて

1具体的な施策につなげたケ‐スの有無・内容、今後の開催予定についてお教え下さい。
なお、協議をされたことがない場合、実施を妨げている理由にういてもお教え下さい。ヽ

患者支援について

差別解消のための施策として実施されているも|のがありましたら、お教え下,さい:

2 ¬般向けの医療講演会を実施されている場合、その内容 (実施日時、テ■マ、1講演

‐者(参加人数等)についてお教え下さい。

3 今鍛t肝炎対策基本法15条で:ま、「国および地方公共団体は、肝炎患者が必要に応

じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減す

るために必要な施策を講ずるものとする」と定められました。   ´

|この点に関連しtl貴自治体下においてヾ これまで実施されてきた施策がありました
ら、お教え下さい。また、

.同
法の成立を単け、今後実施しようと検討されていること

がありましたら、お教え下さい。                 | ‐
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4 今般、肝炎対策基本法 16条では、「国および地方公共団体は、肝炎患者が肝炎医療

を受けるにあたつて入院、通院等に支障がなレ・`よう医療機関、肝炎患者を雇用する者、

その他の関係する者間の連携協力体制を確保すること、その他の肝炎患者が肝炎医療

を受ける機会の確保のたゅに必要な施策を講ずる|…
・・」と定ゆられました。

この点に関連し、貴自治体下において、これまで実施されてきた施策がありました

ら、|お教え下さい。また、同法の成
=を

受け、今後実施し‐ようと検討されていること

がありましたら、お教え下さい。_

5 貴自治体下において、これまで肝炎患者を身体障害者として提供してきたサービス

がありましたら、その内容をお教え下さい。
1今

般、肝硬変患者の下部について身体障害者手帳が交付されるこ_ど となりました。 i

この点に関し、現在予定されている研修や新たな体制つくりがありましたら、お教え   ・`

下さい。

第6 そのほか        ヽ    |
貴自治体において、これまで肝炎対策について独自に取り組んでこられたこと、特

徴的なことについて、お教え下さしヽ                        '
また、がん対策基本法に基づき実施されているがん (肝がん)′ 対策の一環として取   :

り組んでおられることにういてもお教え下さい。

・              、   、  以 上
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【平成22午度・恒久対策ll関する本臣協議要求項伯】   「           :

第1 医療費助成に関する要求                      ‐

平成20年度から肝炎治療特別促進事業によってインタニフニロン治療に関す

る医療費の助成がなされているところであるがt対象医療t助成期間及び助成額に |

ついて、早急な見直 しを求める。  ‐    ‐

1 インターフニロン治療費助‐成の対象医療 0助成期間・助成回数      ′

ウイルス性肝炎患者が医学的知見に基づく導切な治泰ヤ宕′いレて十傘に受
: :

けられるように、オンタニアニロン治療費助成にづき、対象医泰・助成期間 :

助成回数の制限を見直されたい:          '
具体的には、次のとおりである。      .

(1)前作用によつて中断文は中止に違い込まれる患者が少なくないこと、著効

とならなかつた場合やウイルスが再燃した場合に再度インターシ■口,ン治

・ 療を試みることがあること、新しいインタニフ■ロシ併用療法が開発されつ

つあること等に鑑み、助成回数の制限を倒出されたい。       ■ | 、

の 進暴防止 (発癌抑制)目 的9長期歩量投与について全期間を助成の対象と

されたい。
ノ

(3)治療効果手測のための遺伝子検
=に

らき、保険の道応を認めたうえで助成

の対象に含められたい。 .  1   ｀` |
r2 

インターフ■ロン治療以外の医療

インターフェ■ン治療に限らず、ウイルネ性肝炎・肝硬変:肝癌に関わるす ●

, べての医療(副作用の治療を含む)について、医療費功成制度を創設|れたい。

3 助成額               ′
・
インターフエロン治療及びインターフェロン治療以外の医療費助成につき、

低所得者の自己負担を0円 とされたぃ。

4 助成制度における不服申立 :          、      _
医療費助成制度にらき、全国的に統一された基準で助成が実施されるようt、

医療費不支給決定にかかる不服に関する審査制
=を

創設されたいL

1
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第2 生活保障に関する要求                     |
ウイルス性肝炎患者、特に、肝硬変 `肝癌患者に対すぅ生活保障は極あて不十

分である。   |
.こ の点、今般、非代償性肝硬変患者等に対し、身体障害者福祉法上あ身体障害

者と認定して身体障害者手帳を交付する制度がスタートしたが、肝性脳症や腹水
|が重常な状態に至つても障害者と認定きれない可警柱が市k、 運用次第では肝農
変患者の最末期|あ稜階で轟定するだけの極めて漱しぃ口度 Lなる恐れも存■二:

また、現行の障害年金制度は、肝疾患につき、.原則として非代債性肝覆変に至

ぅない限,,事書認定を行らてぃない。碗外的年9PTが 100以上の後経詳炎
■者が 3級に認

=き
れるだけであり:こ ?認定基準は厳しすぎて、実態に即して

いない:しかし、そもそも、.障害年益制度におし`てほ、「身鼻あ機能あ障害支は
長期llわ |なる安静を必要とする病決が、日常生活が著レい1農を受ける

ヽ
ふヽ又は日

|

常生活1こ著しい制腹を加えることを必要とする程

=の
,も のJそあるとき

'級
ふ議

定事れるのである (「障害認走基準あ説明」厚生出版社)。 キリ具体的:こ言えな「必
ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労務により
収入を行ぅことができない程度」「家庭内の温和な活動はできるが、それ以上ら
活動はできないもの又は行ならてはぃけないもの」ド障害年全等級としそ2級が
認定事″なければならないのであるもそうであるなら、慢性詳炎が進行した場合
には、就業に支障が生じ、日常生活上要静にせぎるを得ず家事にも:支障が生じt

肝硬変に至った場合には、およそ通常の生活は不可華であることが十分考慮され |

ねばならない。|      |          .     :

更に感染を認識しつつ、も治療に向かえなぃ大きな原菌として「仕事を床めな
い」「仕事を休んだち″ビになる」とぃう讐議の存することが明らがたならそしヽ
う。しかし、この度肝炎対策基本法が制牢され(同法16条において医療を豊け

｀

、る機会を確保するため国が必要な走策を辞ずることが定められたところである:

よ●て、以下のとおり要望する。         i l   l
■ 庁撃憂患暑に対チる身体障著者福祉法上あ身体障著者認定たっき、その彙情

を調査し、認定状準にEEするllF報を公表しtそのらぇで適切な逸営を歯られた
い 。 .                       |              

 `        |                       '

2 障害年金受給にかかる認定基準を見置し、F疾患、の適用を拡大されたぃ。

鶏



3'関連省庁と連携して、ウイルス性肝炎患者に対する治療休暇制度の整備・促

進を図られたい。加えて、休暇期間中の結与を保障する制度を検討されたい。|

4 各都道府県の肝疾患相談支援センターに寄せられた相談内容を集約し、相談｀

者のプライバンーに配慮した形で公表されたい (半年ごとを目安とする):

t             ,                1     1

第3 研究推進に関する要求    1            1  ‐

1 今後も、肝疾患の新たな治療方法等の研究開発を推進されたい。

2 肝炎対策の一環として肝炎研究事業が行われているところ、その内容:こ
つき、

当原告団及び弁護団に対し説明する場を設けt同時に当原告団に対するrア リ

ングを実施されたい (年 1回を目安とする)。

第4 検査に関する要求

1 無料検査体制と広報          |      `
肝炎ウイルス検査の実施状況に関する厚生労働省の調査結果 (平成20年 1

2月 24日 付)によれば、各地方自治体で実施事れている検査体制に関すう格

差が大きいし′居住地により受けられるウイルネ検査の体鋼が異なるのは問題で

ある。  |
そこで、地域格差を解消し(具体的に、多 の々国民の検査受診行動に繋げら::

れるよう、以下の措置をとられたい。

一環として決定された都道府県・政令市
`(1)「緊急肝炎ウイルス検査事業Jの

特別区における特定感染症検査等事業の保健所皮む委託医療機関による肝

炎ウイルス検査の無料イヒをさ早急かつ完全に実施されたい。    .
(2)多 くの国民が検査を受けられるように、また、地域格差を解消するために、

,都道府県・攻令市・特別区の各地域の実情をふまえた上で、各地方自治体tこ

対する指導を行い、かつ、委託医療機B8の早急な拡大をはかられたい。 |

(3)多 くの国民の検査受診に繋げるため、地方自治体ごとに無料検奪実施の医

療機関を公表して検査受診を奨励する等、具体的な広報活動を実施されたい。

2 対象となる検査                ‐       ′

C型肝炎の検査には、HCV抗体検査だけでなく、HCV抗原検奪t HCV

核酸増結検査が存在する。ヽiCV鷲体検査では基本的に「C型肝炎ウイルスが

3                         .:            :
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体内に入つたことがある」ということがわかぅに過ぎず、「現在もё型辟炎ウ
イルスに感染している」ことまでわかぅllはHCV抗原検査ヽ さらにはt ttC

V核酸増幅検査が必要であ「る。  1               ‐ ‐

この点、現在、保健所及び委託医療機関で実施されているC型肝炎め無料検
:  査には、予算上は、これら3つの検査を含むもの1と されている1 1‐

しかし、実際には、地域によってはHcV抗体検査のみであることもあり、
実施されている検査の内容が地域にようて異なつている

`     ′

本無料検査の目的は、肝炎感染者がいち早く感染事実を認識し早期に1治療を

開始することにある●こあ目的からすれば、検査を受けた者が、単に「c型肝
: 炎ウイルネが体内に入ったことがぁる」ことに気づくだけでなくヽ「現在もё
■ 響肝炎ウイルス:1感染している」ことま|で認識する必要がある。   :  ‐

そこでti各自治体での保健所及び委託医療機関での無料検査の実施項目を調

査のうえ、全国二律に、HCV抗体検査だけでなく、Hcv抗原検査、さらに

は、HcV核酸増幅検査まで実施されるよう、指導を徹底されたい。1

3 予算措置    .   :
委

“

医療機関の早急な拡大のため、委誰医療機関が無料検査を行った際には、

通常の検査・診断と同等の費用が国及び各自治体から支払われるよう予算措置

,を執られたい:   1 ・ 1

第5 診療体制に関する要求 :

肝疾患診療ネツトワークにおいてlt、 すべてあ肝菱患者が等しく遺切な医

療を受けられることが求められ,る 。具体的には、ウイルス性肝炎患者の要重

|を屎■した医泰体制の構築、かか1り ら
,琴の提体すo医看の■の確保等が黎

緊の課題であるところ、これらに対する対策は地方自
i治

体に任されており、

地域格差が生じている。                 |
また、肝疾患相淡支援センタ‐はウィルス性肝炎患者の医療 ,生活全般の

相礎に応じられる窓口として期待されているところ、なお同ヤンタ‐を設置

‐できていない地方自治体があり、同ャンタニが翼置されていても、広報lt不

十分でゃり、その御淡体制ド通方首■体に|らで構差が生しているなど、景‐
められる役割を達成しているとは到底言い難い状況にあ1る3        ‐

52



これらの問題点を克服するために、「良質かつ適切な医療を効果的に提供す

る体制」の確保は■方自治体のみならず国の責務であること (医療法第 1ヽ条

の3、 第6条の2)に鑑み、以下の対策を執られたい。             ′

1 肝疾患診療連携拠点病院に関する要求  ‐

(1)連携拠点病院の指定                         ‐

連携拠点病院が設置されていない都道府県については、その原因を調査の

うえ、連携拠点病院指定に向けて指導されたい0

(2)連携拠点病院の診療体制  |        :      ‐

｀
指定済みの連携拠点病院につき、ウイルス性肝炎の合併症等 (イ ンタニフ

三ロン治療に伴う副作用を含む)の診療体制を調査し、公表されたい。

2 肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

同協議会においてウイルス性肝炎患者の要望が反奥されるよう、各都道府県    |
に指導されたいし

3 肝疾患相談支援センター

同センタ■が設置されていない都道府県にらいては、その原因を調査のうえ、

同ヤンタ■設置に向けて指導されたい。             1       ´

｀
また、設置済みの同センターにつき、その相談体制に関する情報を集約・公

表されたい。

さらに、同センターの広報手段については、ウイル不性肝炎轟者に高齢者が

多いことに配慮し、インターネット情報に偏らないよう、道切なガイ|ド ラィン  ■

を作成されたい
`4 専門医療機関

(1)各都道府県において、2次医療日に1'所以上、専門医療機関が指定され

!ているか否かを調査し、指定されて
,ヽ
ない都道府県に対して撃指導されたい。

(2)専門医療機関|の治療の均てルイヒあため、各専1門医療機関における治療実績   ,
を定期的 (年 1回程度)に調査・公表するよう、各都道府県に対して指導さ

れたい。       i
(3)各専門医療機関lごうき、肝臓専門医が権保きれているか否かを、定期的に |

調査し、公表されたい (年 1回を1安とする):‐

5 かかりつけ医                        ‐

‐                  ,5    .                  .
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(1)各都道府県におけるかかりつけ医への研修実施状況 (いっ、どのような研

修を行つたか、研修対象者の選定基準は何かt研修へo参加状況など)を定

期的に調査し、公表されたい (年 1回を目安とする)`      ‐  :
(2)各都道府県においてtかかりつけ医キ専門医療機関門9湾切な情轟交■を   |

:  実現するための取組が行われているのでゎれば、́その実情を調査しt公表さ
,れたい。、 :  _

6.都道府県肝炎対策協議会                       ,
| ′(1)同協議会の設置状況及び審議項目を定期的に調査し、公表されたい (年 11

1口を目安とする)。        ‐             t
(2)各帯道府県1年おぃて、同協議会にクイル不性職矢患暑が参加し‐

cぃ るb、否   i
かを調査し、患者参加が実現できていなぃ都道府県にはそあ寒黎ll向けて指
導されたいp      ●    :             :

第6 差別・偏見に関する要求|1  1  ‐

ゥィルス性肝炎を轟う者といえども、社会における一般の人たちと同様に、1 1

人の人間として,尊厳が重んじられ、あら、ゆる場面においてt平等の機会が与え
| られ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有して―いる:そ して、全て '  ■

の人はtゥィルス性肝炎患者|こ寿しそ、疾病を響由とする、あらゆる種類あ権利・ |‐

:利益を侵害する行為を行らではならないとは言うまでもなぃことでぁる: | |   : |
ところが、各地の肝炎患者会に宛てて、轟者からtいわれなき差別信見を受け

たと,相様がとざれないのが現状である。

そこで、ウイルス性肝炎患者のtBII偏見をなくすために1:次のような取組をな
‐

されるょうに署望する。 | 
‐
   ‐|        .     1  .  .

1 各都道府県において、差別偏見に関する相談窓口を設け、相謙内容を集おさ   ‐
′
 れたい。

「
そこで集約された差別偏見の実例につぃて、相淡者のプライ

^ン

ァ ||

i に配慮した形で、半牛ごとに/At表 されたい。         i
2 公表された事例を分析し、今後の対策を検討する独立の機関の設置を検討き

=れたい。             .             :
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参考資料4-1

肝炎対策推進協議会開催にあたり

2010年 6月 17日
B型肝炎訴訟最高裁原告

木村 伸ニ

私は平成 lo年 B型肝炎訴訟最高裁判所判決で示された、過去の集団予防接種時で

の注射器の連続使用に因り(B型肝炎ウィルスに感染しました。

この協議会には■型肝炎患者及びB型肝炎感染被害者の代表として委員とさせてい

ただいたと考えております」

1本 日第 1回肝炎対策推進協議会開催にあたり:い くらか述大きせていただきたいと

思います。

本年 1月 1自 ょり『 肝炎対策基本法 』が施行された事でt全国の肝炎患者が肝炎

患者に対する対策が今後二層充寒するものと大変期待、注目されている事は私が言う

までも無い事であります。             |

肝炎対策推進協議会に置かれまして1ま、『 :肝炎対策基本法 』前文にあります国の責

任について改めて認識をされ、国の責任を前提とした対策、対応に向けての協議がさ

れます事を何よりもまず希望致します。       | ´

血液製剤に因るC型肝炎ウィルス感染、集団予防接種での注射器連続使用に困る■|

型肝炎ウイルス感染は、国の医療行業の対応の誤うから拡大されたものであり、司法

の判断に因つても明確にされたものであります。
|

:この国の責任を十分に認識され協議を進めていただきたいと思います。

全国の肝炎患者がこの点も含め、この協議会を注目している事を念頭におかれ、因

り良い対策に向けての協議がされる事を望んでおります。

次に肝炎患者の現状につきまして、現在高齢イヒ、重篤化が著しく進むと共にt高額

な医療費、医療体制問題、更には社会的な差男り1偏見等により非常IF厳 しい、辛い堺

状を強し'｀られております。

重篤化に伴つた入退院に因る就労不可能や高齢化に伴う収入の減少に因る治療の断

念や延期t見送り、更にはそれらに因つての病状の悪イヒ等、肝炎患者が抱えている問

題は多数あるのが現状です。

また身近な患者さんの体験ですが、数年前当時医療関係め学生だったその患者さん

は飲食関係のアルバイトをしていることに関して学校職員から肝炎感染者である為飲

食関係で働くのは感染の危険が有るとアルバイトを辞める様言われたそうです。
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|    この患者さん以外にも就職取り止めをは|じ め、社会は乖より身内においても様々

‐ 着別t偏見が現在も尚あるのが実情です。|         `
これら患者の実態、実情、更に要望等を可能な限り聴衆されt協議に繁栄される事    ::  と同時に特に肝がん・重度肝硬変等の重篤患者に配慮された協議、進行を強く要望致 ■

します。         ||                :         ―

|‐  医療費、辱療体制1共に共通されるョ状として地域差が見られる事が一番に挙げられ
― .ます:               :      、     ‐  `

1実際に肝臓専門医がいなぃ地域におしヽそは九一日をかけtも しく
|は

ゴをおぎ診恭ご    |
あたるという環寒が少なからず在ります。                   |   |

1  医療費においても少数で,まあり`ますが、自治体により独自の助成対策を行なっそい   . ′

る地域もあり、格差とも言える違いが地域に因らて有るのが現状です。      | ‐
|

1‐ 養の住

～

でいる1ヒ海道では年前より独自の肝容患煮に対する医療費助成の対策が行
なわれています

`         1        -|そのような対策等も是非参考にされぎ全国統一された対策が受けられる環境t_1体制   三‐が必要と考えます
` `|  1                     1  1 ,i

‐  ‐然上の事柄から私|ま特定項目及び分野に依りなぃ総合中
:な対本が肝炎急者には必要;  ‐

: 不可欠であると考えます。■ ‐

1 最後に先の繰り返しとなりますが、国あ責任に基づいた対策に向けて協1議 される事   ‐
を全国肝炎患者が強く望んでぃます事を念頭にして頂き、協議にあたります様

~■ しく‐

お願い申し上げます:    ′   ‐        1         1 .:

以 上
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参考資料14-2

B型肝炎患者としての医療費助成等についての意見

2010年 18月 26日

B型肝炎訴訟元原告

木 村 伸 =

桑1回の詳炎対条推進協議会において、全国色型肝炎訴訟界告団・弁護団は)薬

害詳炎全国原告団・弁護団及び日本肝臓病患者団体協議会どともに、β団体共同の

要望書を提出するとともll、 核酸アナログ製剤等べの医療費助成のあり方などにつ

ぃて、独自あ意見書を提出しました。           | .      .
現在、こ型肝炎ヤ|ついそのイィタ

=7エ
ロシ治療が進展t、 その治療費に対する率

援によって治療機会が格段に広がりましたが、3団体共同の要望書が指摘するとお

り、肝硬変・肝がん患者に対する治療や生活
への支援はきわめて脆弱です。同時にt

B型肝炎にらぃては、核酸アナ■グ製剤今の助成が開始されたヽのの、インタ~フ

lLン治療の場合とは暴なり、産療費率構が治療機会の拡大につながらない深刻な

実態があります。                     _

萩は、B型肝炎訴訟最高裁1原告としそこあ協議会委員どなってぃる立場からt

B型肝炎訴訟原告口・ォ護団の意見書の内容にういてご説明し、委員のみな1事 に

ょるご検討をお願い申し上げたいと思います。          1   1

1 まず、私たちB型肝炎ウィルス感黎者 ,患者

'こ

とつては、現在の核酸アォログ製

剤助成のあり方につし`そヾ大幅な改善がど うしても必要です。

肝炎対策基本法の施行前は、肝容ウイルスを抑える抗ウイルス薬?助成とレ
てt

インタープエロン治療のみが対象 とされできました。しかし、私たち,響肝炎ウ

ィルスの感染者t・ 患者の場合、インタ
ニフエロジは比較的に若い患者にしか推奨

されず、約 30%の患者にしか効果がないとされています。ですから、肝炎対策
:

基本法が成立する際に、B型肝炎の治療に効果があるとされる核酸アナログ製剤

史あ筋成が検討されたことは、私たちにとつて大きな希望を抱かせる0のでした。

しかして肝炎対策基本法の施行とともに核酸テナログ製荊kめ助感が開始され

たとき、色型肝炎の患者の間にぼ、率直に言つて失望感が広がりました。それはヽ

この助成の内碁が、実際には私たち轟者にとつてのメ,ッ トがほ午んどなぃ、の
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′ だったならです:なぜならt今回の核幹アナロ
グ製剤への助盛は、原則として自

1  己負担限率額を月1万円、1上位所得著Fは月 7万円とするものでチが、現在では
,核酸ァナログ製剤のながで第 1選択ときれて

,ヽ る|ンテカビルの場合、薬劫の自
1己負担割合け,割で月額000o円

甲とされてい
|る

ため1自 己負担額月1万円を
超ぇる助成制度では患者の経済的費担が軽減しないからです6

こ,した事態が生じた原因は、相当高額な費用負担が求められる1も のの、治療‐
期印は1年から1年半という比較的短期間ですむィンタITフ ェ|ン落療に対手な
助成と同じ発想でく核酸ァナログ製荊への助成が制度設計されたたあでチ:らま
り、1核酸ァォFグ製剤は毎月の自己負担年がイィタ17ェ |シ治療ょり低額です
むものの、いったん服用を開始すれば基本的に

vヽ
らまでも飲み続けなければなら

ず、服用蕉中止すると肝炎が再燃ヽ 慈

`嬌

する可警性が亭いのですιです力、ら、自
弓隼担額を月額1万円こするような助盛め方■は、短期間に高額負担が求おられ

| |る インタ‐フ土ロン治療であれば患者負■の軽減に役立つものの、比較的低額の'負
担がさわめて長期間にゎたる核酸テォログ製剤治療の場合にはt患者負担の経

1球 ||ほ とんどつながらないのです:

■  |り わけ深刻なのは、収入が■分でない
■者の場合、たとえ毎月の自己負担額

‐が■撃的燿額であっても服角期間が長期につた.る レ酸タナログ嚢剤治療に踏み出
すことができず、結果的に肝炎め悪化をもたらす危険性がぁる点です。| |   ‐

こうした事情から、私たちB型肝炎?感染者・患者たとうては、核酸テナLグ

_製剤|め 自己負担分を基本的にを口に遠ら
けてもっゎなけ■ば、医療費助盛の意味

がなし
)に等しいとぃわざる●得ま薔ん。少なくと、、低収入あ者に対しては自己■

‐ 集担をゼロとする助成を導入し、1安心し、治療を受けることができるよう|:と しそ
いただきたいと強く希望します。                   ´

? 次に)F序蓄利の勁盛に関して述べます。  |

～

ほど述べたとおり、B型肝炎の患者にとってィンターシェロン治療は必ずし |
も決ゅ手にならないため、核酸テナログ棠利?服用が重要|な意味を持ちますが:

これ||も大きな限界があります。 |             ′

. それはまず、催奇形性ですなわち核酸アォロ
:グ製剤を服用することにようてt

牛ま,てくる子供ll遺伝的な異常をもたりす危険性がある点です6こ うし‐た危険
‐

性をおそれて、子育て世代あ患者の中に
1ま、核酸ァナログ製剤の服角を経えて、

対症本法でをぅ肝庫護剤の服用にとどめてぃる人々が大勢います:
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また、核酸アナログ製剤の服用により、耐性ウイルスが出現する可能性もあり、

この場合にも対症療法である肝庇護剤に頼らざるを得なくなる患者がぃます。 |

このように、B型肝炎患者にとって現時点で最善であるとされる核酸アナログ

製剤治療を受けられず、肝庇護剤という対症療法に頼らぎるを得ない多数の者が

いますが、子育て世代であるか否か、あるいは耐性ウイルスが出現したか否かと

いった偶然の要因で、治療費の助成に差別がなされるべきではありません。です

から私は、肝庇護剤についても核酸アナログ製剤と同様に医療費助成がなされる

べきであると考えます。

3 最後に、検査費用について述べます。
｀`
B型肝炎の感染者・患者にとって、ウイルスの活動性や病状

.|こ ついて定期的に

検査を受けることは、病態の悪化・進展を防いで自らの健康と生命を守るために

不可欠です。       |         ル           
′
´

しかし、とりわけ無症候性キャリアの場合は、慢性肝炎などにみられる疲れ易 ` ｀   そして姜ぃと

'ま

いえない検査費用や任事をい といつた 自覚症状を伴わないため、ツ

休むなどの経済的・社会的負担をきらつて、定期的な検査すら受けない傾向が見

られます: 、                ,
しかし、こうした事態は無症候性キヤリアである人々の健康を損なうとともにt

病態の進展・悪化による事後的な医療費支出の増大をもたらすなど(予防的な医

療行政の観′点からも決して好ましくありませんdそのため、多くの無症候性キャ

リアが存在するB型肝炎ウイルスの感染者・患者については、ウイルスの活動性

や病状に関する検査費用についても、医療費助成がなされるべきであると考えま

す 。

以 上 :
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参考資料5

意見陳述

2010年 8月  平井美智子

1 はじめに        ,           ,    1    ‐

.平井美智子です。                 ・

私の夫、平井要は今年 2010年 の 1月 31日 、15千9歳で亡くなりました:こ の日は、

私たちの 31年 目の結婚記念日でした。

感染の原因は血液製剤タリスマジンの投与による.こ 型肝炎です。死亡診断書を昇ると、

売因は肝演変による腹睦内出血、病年数 2こ 準とありました。結婚生活 3■ 年のう121

年間は、C型肝炎ウイルスと一緒の牛活でした|    |              :
2 夫の病歴

1982年 にクリスマシン投与された後、ET機能の数値が異常に高くなり,、

生死をさま

よいました。命をとりとめたものの、 2年間:入退院を繰 り澤 しました。感染時にはまだ

5ヶ 月だらた長男が退院するころにい歩
|す

るようになつていました。

退院するときに「慢性肝炎」と診断|れましたが、病院側がら詳しい説明がなかったの
:

でtそ の意味は良くわからずtあまり気‐にもとめませんでした:私たち夫婦にとつてい、

慢性肝炎という病名よりも、日の前の牛活の方が重大事でした。

私たち夫婦は、塗装業を営んでいます。夫の家業です。 しか し、入退院を繰 り返 レた ?

年間で多 くのものを朱してました。信用を失しヽ、取弓1先 を失い、収入を朱いま した。 これを

取 り戻すのに必死でした。感染する前以上に、寝食を忘れて働 きました。

病院からは定期的に通院するよぅ指不されました。ただ(夫が「先生、どうレたらいい

んですか ?」 と尋ねそも、担当医から「本丈夫(薬を飲みましょう」 と―答えが返つてくる

程度で、何のための通院かもょくわなりませんでしたし  |            ヽ

260o年 、夫が 50歳になつたころ、たまたま通院した際に肝機能値の異常を指摘さ

れ、肝生検を受けました。このとき、初ゆそ「C型肝炎」という病名を伝えられましたし

医師からは「今はインター
・フ

エロンしか治療方法はない。しかし、平井さんのウイル不の

型はィジタァフェロンの効きtlヽ い夕、イイギ」と｀言われまレた。        |
‐

私は夫に「病状が進む前
|こィンタ~フ

干Fジを受けてください:今だったら間に合,か

もしれないから」と治療を勧めました。レかし、失は「俺はもう覚悟はできている。20

年前のようにベッドに寝たきりになるのはいやだiと 言つてt私の言うことを開いてくれ

l
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ませんでした。 1

夫は多くを語るタイプではあらません。本が′い配した0は、1家羊である塗装業のこと:

その準装業の収入で養っている家族のことF?たのでしょう:当時のインタ上フェ|ン治
療年何ヶ月も仕事を休まなぃと|で きませんFした,2o年前と同様に長期間任事を床あば、

、再び、取引先は離れていき、信用と収入を本ぃ事す。そ,なれば、子体の教音Ⅲどぅなる
のかt牛老ぃた母親を不要がらせるあではないか 。

i―
・。それなら自分が犠牲になればし`

い、そう考えためだろうと忠います。
そ■なら数年で夫は肝硬変になり、余命 1年 と医師から告知されました。 しかし、精神

力と生命力で 3年間がんならま した:,こ
ヽ
の 3年 FH3は

痺気との壮絶な闘ャヽでした。未は我慢

黎い本でしたが、身体?つ りとがゅみには相当参|てい事した。死ぬ前の 1年半の間には、

Fがんの治療や食道と胃1の静駆瘤の手術を5甲、受けています。どのときも2通間程度め
‐

^眸

で、入院中に3回も全身麻酔をして手術を受けたこともありました。静脈瘤あ手術の
とさ|す前甲から絶食で、術後4百 目|にやっとぉもゆが許可されました:この繰り返しで、.

入院するたび、そして退院するたかに,衰弱してぃきました。最後はt家に戻らてもほ|ま寝

たままで、家の中の移動も手すり|にすがるよぅにして歩いていました。

未ll地域の中核病院で治療を受けでいました。 し1か し、病院の方針なわか:術後の経過
もキくなぅないうちに追い出されるようにして退院させられた三二ぶあらます:また、ネ
タジフも足りていないのでしょう。定動検診ではt予約の時間よ)り 1時間も早く出かけて
いつ

年の|に,時間半待たされました。辟漬変 :肝か々で入退院を繰り返してしてる患者は座
つているだけでもつらいのです:0時間半、横になるベッドもないまま、1待 ち続

'す

るのは
本当に苦痛です。それをただ見守るしかない家族にとってぢっらい時間でした:

夫は重度の肝硬変となり、頻繁に身体がらるよう111な りました。ぉ風呂でおぼれそうに
なった■ともあり、少しも目が離せないほど|ぃ状態でした。2019年あ年明け阜 t々

卒け見るに見かねて、主治医に「入院きせてくださぃ」とぉ願いしました。,しかし、「足 i

がむくむこか微熱があるとぃぅ程度では人院させなぃ?ギ厚労省の方針だJと 断られまし
た。また、主治医からは「緩和治療あための病咋なら|るぶてぃざというキきにちゃんと

｀

した治療を肇けられなぃよ
・
」とヽ言われました。がず、二者択二なのでしょぅか6患者の

苦痛をとる、1肝
硬変・肝がんの洛療をする(ギちらも医療ではなtヽ でしi;が :、 両方暮皇

摯|と はわがままなのでしょうか。  ~    ‐            |｀
このや りとりの 3週間後に夫はごくな りま |lσ ゎずか 3週間後に亡 くなるほど重度の

:

2
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肝硬変であつても、入院が認,め られなv｀
、これが日本の医療なのです。

1月 18日 、身体のむくヶと腹本がひどくヽ莉尿剤を飲んでも尿が出な
:く なつて、

1救
急

車を隷びました:緊魯入院後、二
時は持つ直したように見えましたが、もう肝臓が働かず、

1月 31日 に永眠 しました。         ,                ■

3‐ 身体障害者手帳の申請

今年の 4月 から肝機能障害にも身体時害者手帳が交付されるということでヽ昨年から準

備をしていました。しかし、夫は申請煎に亡くなりました。

亡くなつた後で担当医から認定用の診断書を見せてもらレヽました。

死亡直前の 1月 の検査では 1級相当と診断されていましたが、昨年 8月 の検査では点数

が足りず 4級相当、との判断でした9

しかし、昨年 8月 といえば、夫は静脈瘤 と肝がんあ手術で入退院を繰 り返し、壮絶な閾

病生活を送らている最中です。この時期に|そ t身体障害者手帳が必要でした。肝呻が働

かなくなつて、動けなくなつて、死が日の前に迫つている、そうならないと1級に認定さ

れないような基準では、障害者手帳をヽらう意味がありません:

慢性辟炎は無理のきかない病気です。肝硬変にまで進めばなおさぅです:昨年の大は治

療と走期検診のために週 3回通院しt静駆瘤キ肝がんがみつかれば、その都度、入院しな

ければなりませ々でした。病、自体の持つ苦痛。仕事ができず収入がダウン。そして、負

担しなiサ ればならない医療姜は増えていく:闘病生活あ負担は大変なものです:私たちは

'家族が一丸とがることでなんとかしのざましたがt個 々人の努力ではしよせん限界があり

′ます。肝硬変・肝臓がんと診断されたら1級か2級に認定してほしいと思つています。

4 要望        ^

夫と私たち家族あC型肝炎とめ闘いは終わりました。夫は60_歳を日前に家株を残して

きくなりました。早すぎます。本当に無念だつたと思います。その心中を思うと、胸がは

りさけそうです。

夫を診察してくださらた4人の医者嗜、白をそろえて「平井さんは本当にすごぃ本でし

た。あんな嵐:に考えられる
.本

はい率■
～

。
1立

派でした1と 目を赤くして話してくれまレた。

1家族のことを思い、‐日でも長くがんばろうtと 闘病を続けたのでしよう。

夫あ最後の言葉

'ま

、「俺1こ はまだゃりたいことがたくさんあつたのになあ」でし46本

は、薬害肝炎訴訟の原告となることで、他の多くの肝炎患者を救いたいてと言つてぃまし

た。         |  |       
‐

3
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私早未が言ぃ続けできたことを訴えます。 |

第1に、ウィルス肝炎患著が仕事や生活め|めに治療を断念しなくてもすむょぅに生活
｀

｀

支
琴

・ 医療支援を実
1事 してくたさい1新 しい1警制率が必要なら、それを創設 して kだ さ

い 。                                                                   |

第 2ヤ
|、 死ぬ間際にならないと1級 にならない事うな

甲害者認定基準を見直しt詳硬変
.

や肝臓がんの患者を■級または 2級に認定して
,く だき↓ヽ。肝硬変自体の重症度よりも、患

者自身の生活実態に着自して、基準を作らてくたさぃ:              11
‐
第1に、肝炎患者が最後まできちんL洛療が隻けられるょぅ1差医暴体諭を実現しそく捲

さい。   |                :                  .

5 最後に  1   :・                        :    : ‐

本のよつに肝使変 :肝がんできくなる芳が 1甲 130人 いぅと聞きました。今日もまた
壮稗な闘看の末に129の命が失われてぃます。
その原因の多くは肝炎ウイルス,そ して、その多くはt輸ュ、予防接種、血緩嚢剤長与として

―
|

う医療行為で感染したものです。     |
もう:少 し国がきちん対応していればtこ こま

ド感染は蔓延しなな?たはずでチ|二 1́姜 そ
′

多≦,苦 しみを生まなかったはずです:     ‐         ‐

国とレ下何ができるか、この協議会での活発な議論を期待 しています。  1    :   :

以 上
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参考資料6

第2回肝炎対策推進協議会1意見陳漆

平成 22年18月 2日

日本肝臓病患者団体協議会

天 野 聰 子

私は日本肝臓病患者団体協議会所属の天野聰ギです。夫の天野秀雄はC型肝硬変から合

併した肝細胞癌によつて■昨年亡くなりました。肝炎対策推進協議会に臨んで、ぃくつか

意見を述べさせて頂きます。    ,          、

1.肝炎対策基本法の理念    :
日本では、予防接種や診療所で注射器の使い回しが行われていたことは、多くの方々の

記憶しているところであり、B型・C型肝炎ウイルス感染の拡大の責任は国にあるというこ ・

、とは司法の場で明らかにされております。

天野秀雄も、この厚生行政?被害者の一人Fす。残された手帳に「死にたくない、死に

たくない !!」 と血を吐くような叫びを記して (①参照)、 常に死と隣り合わせの恐怖に曝

され続け、肉体的にも精神島にもそして経済的にも苦しみを強いられた末に命を年われま

した。

最後の肝がルを手術した後、ICU?ベ ツドの上で肝不全による黄疸で真つ黄色になった

日で私を見つめて「駄日、もう駄首:」 と口を動かしました:その時の悲しそうな目が今で

も突然フラツシュバツタする時があります。自分に全く責任なく感染させられた警気F何

故死ななければならないわか。その時の天野の気持ちを思うと、胸が締め付けられるよう

に辛く、悔しい気持ちになります。

全国に350万人いるといわれる肝炎ウイルス感染者は、そのほとんどが本人には全く

責任なく、ずさんな厚生行政によつて引き尋こされた「医原病」の被害者であり、他の本‐

患とは全く異なる社会的要因を持つていうという、国の責任を明記した法律が肝炎村策基

本法であると患者達!ま理解しています?                    :
ですから、肝炎ウイルス感染に基づく

「

連の疾患である肝炎・肝硬変 :肝がん全ての患

者の健康と命を守る責任が国にぃある9です。     _

こあ患者達の気持をご理解いただきました上で、協議に当たらていただきますようお願

い申し上げます。

2.肝硬変、肝が々、その他の患煮も含ゅた全ての患者に助成を

: 
天野は大学卒業以来 20年以上勤めた会社を、肝硬憂t肝かんを理由に43歳 という若

さで、ほとんどり.ス トラされる形で職を失いました。中学 1■校という学齢期で費用のか

かる子供二人を抱えなが―ら、肝硬変の谷併症年度量なる肝が々治療のために入退院を繰 り

返し、定期的な通院に於いても検査料や楽剤料など高額な医療費負担を強いられました (②

参照)。   .|    `
子供達に奨学金を利用させて頂いたり、着るものや小遣いなど色々と我慢さす4り しま

した。家計を支えるために私が働かざるを得ず、入退院を繰 り返す天野の間炉を支たる●

めには自由がきくパートタイマTと して働くことしか出来ませんでした。月20万円足ら
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ず?収みで医療費ゃ学費をまかなぅことは1来ず、こうこっと貯めてきた好蓄を切り崩し
て何とか凌いできましたがt夫野本人も、そレて家族も、ぃつまで続くのか先あ見えない
闘病に辛く苦しい思いを味わぃました。           1 ‐

■現奮、肝炎に対するィンタ‐フェロンや核酸ァナ|グ製剤にょる治療

'こ

対する助成はあ|

りますが、肝硬変、肝がんに対する助成は
ゃ

りません。またt肝炎でも日1作用その他の理
由でインターフエロンや核酸アナログ製荊を

年
う|と が,出

来ない患煮もいます。   | |
IⅢ ら)助成制度の谷間で高額な医療費ヤ1苦 し

摯患煮達が、せめて安′さして,適功な落療
|: 

な肇け、生活が出来るように助歳制産を整備して下さい。
例えば、北海道のように実際に全肝疾患患者に対する助成が実施をきてぃる所がありま

す:そのような例を参考にして、是罪全で?抒疾患
雫者人の助成をし下いただきたぃと―墨

います:        :
3.:肝炎ウイルス検診について

前日の田申先生め|レ クチャーにょりますと、まだ感染に気付いてぃない芳が 1念 0万人
もいぅとぃうことでした。天野のような不幸な患者をT本でヽ減らしてびぃては肝がんを
撲滅するたゅに、まず肝炎ウイルス検診によってこれらの方々を拾い出して適切な治療人

:と
導ぐことが急務です。     i
肝炎ウイィ

レス検奪|こ よって、肝炎も肝硬弯も肝が

～

も全て拾ぃ上|ヂることが出来ます。
オ常にク率的な肝がん検診にもなると

'｀

デことですb本腸がんそのflL肝臓以外のがんは、 '
、

いつ、誰に発生するか分からないので、不特定多数の人が何回もがん検診を受けなくては
なりません。しかし、肝臓の場合は:現在新たな肝炎ウイルス感染がほぼ無いとしヽぅこと

1ですので、一本が一年に,回だけ検査を受けれ,ず良ぃのです。          ,
平成14年に老人保健法|と よる肝炎ライルス検診が始まつて8年になりますが、未だ3

割の方しか検査を受けてぃなぃとぃぅ実態を見ますと̀
、 不特定を対象とした希望者のみあ

受診勧告に|す限界があるということだと思しヽます。
国が主導して一括して本受診者を特定し、個人宛に肇診券等を送り、強制力を持たせて

下挙IF受診率を高めるという,こ とは出米なぃのでしようか9黙煎国民病であらた結核を、
国を挙げた対策でほぼ制圧できたよぅにt第二?国民病といわれる肝疾患も、国を拳げそ
肝炎ウイルス検査を実施することを端緒としそ制圧できないかと思いま九
4.患者会 電話相談事業から見えてくる簡産′点 ′           1
私は現在、不野が前事務局長を務めていた「東京肝臓家の会Jで、「自分の間活体験を伝

えることで役に立ったし、Jと いう天野の思いをワ|き継ぃで、ボランティアとしそ電話相譲 ‐
事業に携わらて:ぉ り

:ま
す:                 i

「東京肝臓友の会」では、昭和 61年がら電話相談事業を開始し、今年で24年になりまず6 1
事在、年間約 2500f4の全国から1の相談|ご無料で,,て、患者の療養、治療に関する不安、
悩み、疑間に対する肇けェの役割を呆たして

ゃ
リキす。ゃ琴体験者(家株、遺林が相談を

■当しており、同病者をいう立場での柏譲、助言とぃぅピァカゥンセリングの形態になっ
ています:、    ｀        ́       , ‐ .   I

相‐談の内容は、所定の相談記録用紙に記録しそャきヽ、ォェック項目のデ‐夕は集計 集ヾ
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積基れそ絹談の質の向上に役立てたり、統計キ
して肝疾患患者の実態調査等に律立ててお

ります |(③参照)。 この電話相談事業夕ヽら晏えてくる問題点について述べたいと墨います。

(1)感染者に対する差別・偏見にっぃて

 夢,寄暮られます。就芳差別や、:介護現場ド電話相談には差別。偏見に関する相談も数
`

あ差別、あるいは歯科での診療拒否、医師から|の 「エンテカビルを途中で■めると死ぬ。」

と卜う心ない言葉等 」々聞いているだけで辛い気持ちになります。   1   ‐

患者会に差別・偏見の相談が寄せられるという背景には、どこに相談すれば良ぃのか分

からなtヽ ということがあると思いますb相譲琴日の周知を計つていただきたいと同時||、

相談内容と、その対処結果につぃて国民に知らせて、差別・偏見め再発を防上していただ

きたいと思います。

(う )全都道府界に質の高い相談窓口を

  毛ンルーが設置基れ、相談を担らでいくこと
肝疾患診療連携拠′点病院に肝疾患押談支援

t、 る東京都そは連携拠点病院が決まつそいな
になると思いますが、和歌山県と私の住んで

いので、相談支援センターがいつ出来るのな不安に思つております。出来るだけ早、設置

してぃただきますよう、お願いいたします。

|を配』し、月干臓の専Flの方々が相談員をサポ
なお、相談支援センターには専任の相談員

―卜する体市iを作?て、全国どこでも質の高い相談支援を受けることが出来るよう、早急

に整備しそ、国民へめ周知も徹底してい●だきたV｀
と思ぃ率す。

(3)患者会電話相談事業への支援を

   暮付金を使つて皇尭してぉりますが、支援を
現在は、電話相談事業は患者力、らの会費t

してぃただ|サれば有う難く存じ事す。 ●                    .

1 最後に、私は天野秀雄の「全ての肝臓病患者の救済」「府がル撲滅」とい,願いを実現さ

せるたあに力を尽くしたいと思つております

ヒ薯ぁ喜:ζ しら

'、

りと農澳きれる対策を協議この協議会におきましては、当事者であZ

してぃただくことをお願いして、私の意見陳述とさせていただきます。        .
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天野秀雄 手帳コピー

1997年 2/12(2/14

魔策g髯寡T■ |

つ ζ い ,26い .

み :こ多 ψグ )、

タチi′レ 乙しか 窃 ´

68



天野秀雄  病歴も医療費
一②

医療費(円′年)

区の節目健診で肝機能異常を指摘される 非A非二型ウクレス性肝機能障害と診断

赫    才鷹聯 赫

1988 40歳

(seめ

1080 41歳
.(H元

)

1.8∞584

1992 43歳

(H43

薫
警
静脈F敏製のため緊急

0「
“
「

間
l奪

黒拓ご護脚 解顧艦濃|・ 青不全

自宅で肝性脳症発症        ‐

肝性脳症・肝機能低下あ治療のため入院(71日間)        .
車中アンモニア値異常の治療?ため入院(24日間)1      ‐
1醇絡 ■■月1■1回外来受診              _二 _.____二…

血糖値異常治療のため入饒(53日間)

幕燿りι ,ん 日LI聞 外 喪導総

1903 44歳

CH5)

1,1嗅S凛
1994 45歳

CH6)

輌 インターフエロン(lFN)治療 (肝硬
=思

者に対す研 騒
'ハ

瞬 t́Oり‖口′

TFN一 ″2a_900万単位 :週3回投与開始  退院後週3回IFN投■ (平野医院 )

FN治験終了 (投与期間3茅月)二過性著効

■ル日:●■回凛 喜 瑠増♂

1995 46麟

CHつ

T力 ′_Pレ拷 ■痣渋 rpttT、 4回実施

lola80`

1996 47麟

(H0

第2回FN治療(肝がん再発抑制効果判定の泊願〕入

「

(32‖ 闘′

IFN― α2a、 600万単位、28日 連投開始

二         TTIニ
‐ 膠箋亀 ■鼻 日

「

■ 回 凛 姜 導 診

1997 48歳

(H9)

lFN自費

約
"∞

,001

1008 40自

CH10

第3回FN治壼(自費治療)入院(20日間)

iFN― α23、 600万単位、週3El投与開始

=鷹
庭塑出 白口調饉時

藤雨=T2at900万単位、運3回に増彙
訥滉 mハ ■ ふ 曇 L盆 7`燿 L団 由 14″ nヽ 嘉 全 著 効

1900 50歳

(Hll)

32回脚 ん賞nCt～ 2m.釧D入院●0日
リ

ラジオ波焼灼療法はFA13ヵ所実菫        |‐
‐饉基 申銀歯にェコニとcT検査

2000 51歳

CHla

2001 52燿

tH131

ラジオ波焼灼療法tRFハ 1カ所実施   |
■L日 1-■ 酬 団 93綸 密 冒 に CTとコ ー 検 査

2002 53歳

CH10

肝勁脈塞栓憲法(TA口嗅施

^院

(12日間)

エタノール注入療法('日つ実施 入院(11日 間)

疇 燻 彗 _・

「
"_T壼

錯 腱 健 菫 屁 癬 感 豊 億 入 碗 (9日 間 )  ・
645認87

2004 55歳

(H10

224脚2005

鯛17)

定期的に肉科と外科 外釆受移
=二

lこCIsエヨ~、 M田瞑=

螂
ｍ

~走

期的に内科と外科 外栞撃r

ェ■二とc雌査で肝がんの疑い

血管造影検査入院(5日間)

がん)入院(29日 間)

亜 に願 、エコ~、 田― E

(高額医療綸付)

“

2921

2007 58H
鰤19)50瘤

理
「 T…I…

……T~~=T   ~
1月 22日 0時 58分

丞 墜  |         

二  

一 一

二

椰闊旧凛串付)

217脚2008 59自

(H20D

轟ず蒔
"|:爾

1`lζ
あ

't'の

lT,:資
料ずなtrl,T・注:医療費欄は、領収書・所得税申`



平成21年度

京肝臓友の会

相談件数の内訳
(1年間の総集計) 平成41年4月 ん平成22年3月

何

で
知
つ
た
か

目

方

　
法

10 20ft 30代 40代 50′Ft, 60代 獣一‐８４
80代 不 明 計 男女不明男 2 25 87 150 219 247 33 42 989

20
【
Ч 31 72 140 321 571 380 52 70 1,637

計 Z 56 159 299 540 818 564 85 ａ
‘ 2.626 20

タイプ別
A B C 自己免 PBC その他

0 472 |:801 39 43 189

原 Iliリモ 2345
Э感業の心配 118
lIFN 854
)病院・専門医 231
1年金・医療費・保険 93

樹[ロ 331

:の紹介 91

Ell, 27

鯉2望菫ント7ヒIコン 21

σその他。欝松,厚労省 30
4,141
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特定非営利活動法人 東京肝臓友の会   ,

”Ｎ
肝

平成21年度から現在まで 電話相談より 差別偏見について

日  付 性別 年齢 住所 吐は側
主な内容

羊二
¨
ロ̈ 細

4月 1日 女 39 岐阜県 B型 就職
看護学校入学時の検診でB型とわかり負い目を感じて中退。今後介護の仕事に就きたいが
就職できないことはあるか。

4月 6日 男 63 東京都 B型 老人ホーム 老人ホームの入居を断られるかもと心配

4月 8日 女
９

・ 愛知県 C型 歯科治療 治療の拒否

4月 10日 女 49 福岡県 B型 就職 INF治療後復帰したが他人に移るのでと言われ解雇された。

4月 10日 女 40 東京都 B型 学校
歯科衛生士の学校の検診でB型であることが判り、セロコンバージョンしていたが、診断書
や具体的な数値の提出を求められた。これから病院の研修先にも伝わつたら心配。

4月 20日 女
つ
ろ

０
４ 埼玉県 B型 就職 歯科衛生士になりたいがB型キャリアで入学できるか ?差別はあるか?

4月 22日 女 60 長崎県 C型 歯科治療 C型肝炎であることを伝えたら、治療を拒否された。

5月 11,12日 男 56 宮城県 C型 "\/v/:*+F6 以前歯科受診で消毒設備がないからと断られた。ヘルパー派遣も本人または家族の中に
感染症の方がいる場合は見合わせたいと言われ困っている。

5月 19日 男 42 東京都 B型 , 結婚
'

若いとき医者に結婚できないと言われてしていない。どうしたものか。

5月 22日 つ 9 9 C型 歯科治療 歯科治療を考えているが医師に伝えたほうが良いか迷つている。

5月 22:25日 女 65 埼玉県 B型 医師の言葉 医師が「エンテカビルを途中で止めると死ぬ。」という言い方をした。

6月 2日 女
９
″

ワ
ｒ 神奈川県 C型 歯科・介護 C型月干炎だと歯科や介護でいやな顔をされる。

6月 151 女 38 千葉県
. C型

就職 仕事を始める前にキャリアであることを伝えたら、断わられた。

6月 22日 男 38 大阪府 B型 就職 総合病院の給食の仕事に就職が内定し、健康診断でB型と判り取り消された。

6月 23日 女 48 京都府 B型 異動時の心配 医療機関に勤務中。職場替えの場合キャリアであることを告げる必要があるか。
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特定非営利活動法人 東京肝臓友の会

『鈍
い

平成21年度から現在まで 電話相談より 差別偏見について

日  付 性 別 年齢 住 所 』は製
主な内容 言羊 細

7月 6日 女 30 東京都 医療
医療事務として入つて看護助手の資格がないのに、血液の入つたスピッツを素手で振つて
不安。C型の方が多くビニール手袋には穴が空いていた。

7月 8日 女
.

90 東京都 B型 老人ホーム B型キャリアだと断られるかも知れず心配。

7月 9日 女 68 東京都 C型 医師の態度 わからないことを医師に聞くと「それを知ってどうする」と言われ傷つく。

45 都二
只

〓
東 c型 周知の心配

老人ホ■ムに勤務。併用療法で保険を使用することで知られるのが′心配。上司には伝えて
あるが入居者に知られると差別されるかもしれない。

7月 24日 男
７
′ 東京都 C型 歯科治療 歯科でC型肝炎であることを告げると大学病院を紹介された。

■
日

Ｌ
一３

〔一
一日
月

『“
７ ,65 千葉県 C型 : 医師の態度 「あなたはもうどこの病院に行つてもINFの治療はできません」と断言されてショック

8月 4日 女 44 富山県 C型 職場 医療従事者。職場検診で知られると困る。職場内でC型に偏見がある。

8月
~19日

女 39 千葉県 C型 就職 給食施設に就職するが、抗体が残つていても大丈夫か。

8月 20日 女 1 東京都 C型 保育園 母子感染。保育園に病気のことを説明しても抱っこしてくれない。

8月 28日 女 56 山口県 B、 C型 医師の態度
医師から不特定多数の異性関係を持つた経験を問われてひどい辱めを受けた。感染の原
因は違うのにプロの医師が言うなんてひどい。

9月 8日 女 0代 茨城県 C型 医師の態度 「あなたはもうどこの病院に行ってもINFの治療はできません」と断言されてショック

9月 3ヽ0日 女 42 大阪府 C型 就職 26歳でC型肝炎が判明し内定が取り消された。介護職をしていて後ろめたい。

10月 5日 女
つ
０

′
υ 山形県 C型 医師、就職 内科医に「来るな」と言われた。仕事場を断られた。家族からも嫌がられる。

10月 26日 女
つ
４

ワ
‘ 神奈川県 C型 INF 医師にINFの副作用の話で「最悪」の羅列で、「責任はこちらで取れない。」「鬱がひどくな

る」など言い方がひどく落ち込んでしまった。
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特定非営利活動法人 東京肝臓友の会   ヽ

く
り

平成21年度から現在まで 電話相談より 差別偏見について

日 付 性別 年齢 住 所

Bまた

は
C型

主な内容 詳 細

10月 26日 男 23 東京都 B型 就職
男性エステティックの会社に内定が決まっていたが、急性肝炎でB型にかかったことがあるこ
とを告げると、内定を取り消された。

11メ]27日 ？

・ 59 東京都 C型 介護 ヘルパーさんからC型肝炎患者は見ないと言われた。

1月 18日 女 52 東京都 B型 就職
ヘルパーとリネン関係で2回就職を断られた。B型であることを面接のとき言わなくても良い
か 。

1月 19日 女 48 沖縄県 B型 勤務先の対応
飲食業、ヘルパー等やつてきたが、勤務先でまるでばい菌のような扱いをされてきた。島な
ので (石垣島)健康福祉課から感染の情報が流されているのかとと思う。

2月 2日 男 31 埼玉県 C型 就職 自動車会社の採用で健康診断提出時にC型肝炎と会社側に判り、不採用になった。

2月 8日 女 76 神奈川県 C型 老人ホーム 有料老人ホームにC型と伝えたら断られた。抗議を望む。

3月 1日 男 44 高知県 C型 診察 飲酒と経済的な問題で受診を断られる。どうしたらよいか。

3月 19日 ´
男 66 神奈り11県 C型 会社

会社で社員の偏見もありいやな思いをした。偏見をなくすとか正しい知識を社会に広げる活
動をもらとして欲しい。

4月 12日 女 60 埼玉県 C型 歯科治療 手の消毒をさせられ、予約は自分の都合ではなく午前か午後の最終になる。

5月 14日 女 63 東京都 C型 歯科治療
歯のかぶせが取れて行くと、「治療中にぼくの手に針が刺さったら肝炎のなるから」と言われ
そこの歯科をやめた。心に傷が残つた。

5月 24日 男 46 大阪府 B型 ? 仕事 救急業務で患者さんの血が日に入つて検査中。救急業務からはずされている。
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